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選 挙 管 理 委 員 会 告 示

川崎市選挙管理委員会告示第６号

　公職選挙法（昭和25年４月15日法律第100号）第18条

第２項に規定する開票区の設定が適用される場合におけ

る同法第48条の２第５項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第55条の規定により投票箱等の送致を受けるべ

き開票管理者については、公職選挙法施行令（昭和25年

４月20日政令第89号）第49条の12第４項の規定に基づ

き、次のとおり指定します。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　中原区第１開票区の区域に関する投票箱等の送致を

受けるべき開票管理者

　　　中原区第１開票区開票管理者

２ 　高津区及び中原区第２開票区の区域に関する投票箱

等の送致を受けるべき開票管理者

　　　高津区及び中原区第２開票区開票管理者

３ 　宮前区第１開票区の区域に関する投票箱等の送致を

受けるべき開票管理者

　　　宮前区第１開票区開票管理者

４ 　多摩区及び宮前区第２開票区の区域に関する投票箱

等の送致を受けるべき開票管理者

　　　多摩区及び宮前区第２開票区開票管理者

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第７号

　公職選挙法（昭和25年４月15日法律第100号）第18条

第２項に規定する開票区の設定が適用される場合におけ

る同法第61条に規定する開票管理者及び公職選挙法施行

令（昭和25年４月20日政令第89号）第67条に規定する、

開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合

においてその職務を代理すべき者を選任する区選挙管理

委員会について、同令第66条第２項及び第67条第５項の

規定に基づき、次のとおり指定します。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　高津区及び中原区第２開票区

　　　川崎市高津区選挙管理委員会

２ 　多摩区及び宮前区第２開票区

　　　川崎市多摩区選挙管理委員会

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第８号

　公職選挙法（昭和25年４月15日法律第100号）第18条

第２項に規定する開票区の設定が適用される場合におけ

る同法第62条に規定する開票立会人となるべき者の届出

を行う選挙管理委員会について、公職選挙法施行令（昭

和25年４月20日政令第89号）第70条の３第５項の規定に

基づき、次のとおり指定します。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　高津区及び中原区第２開票区

　　　川崎市高津区選挙管理委員会

２ 　多摩区及び宮前区第２開票区

　　　川崎市多摩区選挙管理委員会

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第９号

　公職選挙法施行令（昭和25年４月20日政令第89号）第

77条に規定する開票に関する書類等の保存を行う区選挙

管理委員会について、同条第３項の規定に基づき、次の

とおり指定します。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　高津区及び中原区第２開票区

　　　川崎市高津区選挙管理委員会

２ 　多摩区及び宮前区第２開票区

　　　川崎市多摩区選挙管理委員会

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第10号

　公職選挙法（昭和25年４月15日法律第100号）第175条

第３項に規定する衆議院（比例代表選出）議員又は参議

院（比例代表選出）議員の選挙以外の公職の候補者の氏

名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじを行うべき区選

挙管理委員会について、公職選挙法施行令（昭和25年４
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月20日政令第89号）第126条第２項の規定に基づき、次

のとおり指定します。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　高津区及び中原区第２開票区に属する投票区に掲示

するもの

　　　川崎市高津区選挙管理委員会

２ 　多摩区及び宮前区第２開票区に属する投票区に掲示

するもの

　　　川崎市多摩区選挙管理委員会

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第11号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第33条第１項及

び第５項第２号の規定により、川崎市長選挙を次のとお

り行います。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

　選挙の期日　平成29年10月22日

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第12号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における選挙長

及び選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合にお

いてその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和25年

法律第100号）第75条第３項及び公職選挙法施行令（昭

和25年政令第89号）第80条第１項の規定により、次のと

おり選任しました。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　選挙長

　　住　所　　

　　氏　名　　

２ 　選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合にお

いてその職務を代理すべき者

　　住　所　　

　　氏　名　　

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第13号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における選挙会

の場所及び日時を、公職選挙法（昭和25年法律第100号）

第77条第１項及び第78条の規定により、次のとおり定め

ます。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　場所

　　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　川崎市役所第４庁舎４階　第３会議室

２ 　日時

　　平成29年10月23日　午後２時

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第14号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第45条第２項の

規定により、平成29年10月22日執行の川崎市長選挙にお

ける投票用紙の様式は、次のとおりとします。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　
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１ 　川崎市長選挙の投票用紙の様式

備考　１ 　投票用紙は、片面印刷の方法による。

　　　２ 　川崎市選挙管理委員会印は、刷込み式とする。

　　　３ 　用紙の地色は薄オレンジ色とし、文字等の印刷色は黒色とする。

２ 　川崎市長選挙の（点字用）投票用紙の様式

備考　１ 　投票用紙は、片面印刷の方法による。

　　　２ 　川崎市選挙管理委員会印は、刷込み式とする。

　　　３ 　用紙の地色はオレンジ色とし、文字等の印刷色は黒色とする。

　　　４ 　 市長 の位置に

　　　　　　　　　　　　●・・●・●・・
　　　　　　　　　　　　●●・・●●●●
　　　　　　　　　　　・●・・●・・・　　（シチョー）と点字で表示する。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

1 川崎市長選挙の投票用紙の様式 
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川崎市選挙管理委員会告示第15号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における公職選

挙事務執行規程（昭和49年川崎市選挙管理委員会告示第

１号）第16条第１項に規定する自動車・船舶用表示板

（第12号様式）及び拡声機用表示板（第13号様式）の材

質、地色及び文字の色は、次のとおりとします。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

材質等

種類
材　　質 地　　　色 文字の色

自動車・船舶用

表　　示　　板
ベニヤ製 オレンジ色 黒　　色

拡　声　機　用

表　　示　　板
ベニヤ製 オレンジ色 黒　　色

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第16号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における公職選

挙事務執行規程（昭和49年川崎市選挙管理委員会告示第

１号）第55条に規定する標旗（第35号様式）並びに第56

条第１項に規定する乗車・乗船章（第36号様式）及び同

条第２項に規定する選挙運動員章（第37号様式）の地色

及び文字の色は、次のとおりとします。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

地色等

種類
地　　　色 文字の色

標　　　　旗 オレンジ色 黒　　色

乗車・乗船章 オレンジ色 黒　　色

選挙運動員章 オレンジ色 赤　　色

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第17号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における公職選

挙事務執行規程（昭和49年川崎市選挙管理委員会告示第

１号）第19条の３第１項に規定する選挙運動用ビラ証紙

（第16号様式）の地模様及びその色は、次のとおりとし

ます。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

地　模　様 地模様の色

オレンジ色

川崎市選挙管理委員会告示第18号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における公職選

挙事務執行規程（昭和49年川崎市選挙管理委員会告示第

１号）第75条第１項に規定する政治活動用自動車表示板

（第47号様式）の材質、地色及び文字の色は、次のとお

りとします。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

材　　質 地　　色 文字の色

ベニヤ製 水　　色 黒　　色

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第19号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における公職選

挙事務執行規程（昭和49年川崎市選挙管理委員会告示第

１号）第77条第１項に規定する政治活動用ポスター証紙

（第48号様式）の地模様及びその色は、次のとおりとし

ます。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

地　模　様 地模様の色

水　　　色

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第20号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における公職選

挙事務執行規程（昭和49年川崎市選挙管理委員会告示第

１号）第79条第１項に規定する政談演説会告知用立札・

看板類表示板（第51号様式）の地色及び文字の色は、次

のとおりとします。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

地　　色 文字の色

水　　色 黒　　色

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第21号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における川崎市

選挙公報に関する条例（昭和46年川崎市条例第82号）第

４条第２項及び公職選挙事務執行規程（昭和49年川崎市

選挙管理委員会告示第１号）第63条第２項の規定による

選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時
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は、次のとおりです。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

　１ 　場　所　　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　　川崎市役所第４庁舎４階　第３会議室

　２ 　日　時　　平成29年10月８日　午後５時

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第22号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第194条第１項第

４号の規定による平成29年10月22日執行の川崎市長選挙

における選挙運動費用の支出制限額は、次のとおりです。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

　候補者１人につき　　　23,072,700円

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第23号

　平成31年５月２日で任期満了となる川崎市議会議員

（川崎区選挙区）については、川崎市長選挙の執行に伴

い、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第３項

第３号の規定による川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選

挙を行うべき事由が生じました。

　　平成29年10月８日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第24号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）及び市町村の合併

の特例に関する法律（平成16年法律第59号）の規定によ

る各種請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和31年法律第162号）の規定による委員の解職

請求をするに必要な選挙権を有する者の数は、次のとお

りです。

　　平成29年10月９日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　地方自治法第74条第１項（条例の制定又は改廃の請

求）及び同法第75条第１項（市の事務の監査の請求）

並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項

（合併協議会設置の請求）及び同法第５条第１項（同

一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）

に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の数

 24,499人　　　　　　　　　

２ 　地方自治法第76条第１項（議会の解散の請求）、同

法第81条第１項（市長の解職の請求）及び同法第86条

第１項（副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解

職の請求）並びに地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第８条第１項（教育委員会の委員の解職の請

求）に規定する選挙権を有する者の総数の80万を超え

る数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗

じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算

して得た数

 270,824人　　　　　　　　　

３ 　地方自治法第80条第１項（議会の議員の解職の請

求）及び同法第86条第１項（区の選挙管理委員の解職

の請求）に規定する選挙権を有する者の総数の３分の

１の数

　　　　　　　川崎区　　　62,394人

　　　　　　　幸　区　　　45,490人

　　　　　　　中原区　　　68,913人

　　　　　　　高津区　　　62,390人

　　　　　　　宮前区　　　62,428人

　　　　　　　多摩区　　　58,540人

　　　　　　　麻生区　　　48,160人

４ 　市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項（合

併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設

置協議の投票の請求）及び同法第５条第15項（合併協

議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合

併協議会設置協議の投票の請求）に規定する選挙権を

有する者の総数の６分の１の数

 204,157人　　　　　　　　　

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第25号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）及び市町村の合併

の特例に関する法律（平成16年法律第59号）の規定によ

る各種請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和31年法律第162号）の規定による委員の解職

請求をするに必要な選挙権を有する者の数は、次のとお

りです。

　　平成29年10月12日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　地方自治法第74条第１項（条例の制定又は改廃の請

求）及び同法第75条第１項（市の事務の監査の請求）

並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項

（合併協議会設置の請求）及び同法第５条第１項（同

一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）

に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の数

 24,501人　　　　　　　　　

２ 　地方自治法第76条第１項（議会の解散の請求）、同

法第81条第１項（市長の解職の請求）及び同法第86条

第１項（副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解

職の請求）並びに地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第８条第１項（教育委員会の委員の解職の請
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求）に規定する選挙権を有する者の総数の80万を超え

る数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗

じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算

して得た数

 270,834人　　　　　　　　　

３ 　地方自治法第80条第１項（議会の議員の解職の請

求）及び同法第86条第１項（区の選挙管理委員の解職

の請求）に規定する選挙権を有する者の総数の３分の

１の数

　　　　　　　川崎区　　　62,415人

４ 　市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項（合

併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設

置協議の投票の請求）及び同法第５条第15項（合併協

議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合

併協議会設置協議の投票の請求）に規定する選挙権を

有する者の総数の６分の１の数

 204,168人　　　　　　　　　

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第26号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第３項第

３号及び第４項並びに同法第119条第１項の規定により、

川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙を川崎市長選挙と

同時に次のとおり行います。

　　平成29年10月13日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　選挙の期日　　　　　平成29年10月22日

２ 　選挙すべき議員の数　１人

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第27号

　平成29年10月22日執行の川崎市議会議員川崎区選挙区

補欠選挙における選挙長及び選挙長に事故があり、又は

選挙長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者

を、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第75条第３項

及び公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第80条第

１項の規定により、次のとおり選任しました。

　　平成29年10月13日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　選挙長

　　住　所　　

　　氏　名　　

２ 　選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合にお

いてその職務を代理すべき者

　　住　所　　

　　　　　　　

　　氏　名　　

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第28号

　平成29年10月22日執行の川崎市議会議員川崎区選挙区

補欠選挙においては、当該選挙区における選挙会の区域

と開票区の区域が同一であるので、公職選挙法（昭和25

年法律第100号）第79条第１項の規定により当該選挙の

開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて

行います。

　　平成29年10月13日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第29号

　平成29年10月22日執行の川崎市議会議員川崎区選挙区

補欠選挙における選挙会の場所及び日時を、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第77条第１項及び第78条の規

定により、次のとおり定めます。

　なお、当該選挙における開票の事務は、選挙会場にお

いて選挙会の事務に併せて行います。

　　平成29年10月13日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　場所

　　川崎市川崎区富士見１丁目１番４号

　　川崎市スポーツ・文化総合センター大体育室

２ 　日時

　　平成29年10月22日　午後９時15分

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第30号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙及びこれと同時

に行う川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙における投

票及び開票の順序を次のとおり行います。

　　平成29年10月13日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

１ 　投票の順序

　 　川崎市長選挙、川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選

挙の順に行う。

２ 　開票の順序

　 　各選挙を同時に行う。

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第31号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第45条第２項の

規定により、平成29年10月22日執行の川崎市議会議員川

崎区選挙区補欠選挙における投票用紙の様式は、次のと

おりとします。

　　平成29年10月13日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　
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１ 　川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙の投票用紙の様式

備考　１ 　投票用紙は、片面印刷の方法による。

　　　２ 　川崎市選挙管理委員会印は、刷込み式とする。

　　　３ 　用紙の地色は白色とし、文字等の印刷色は黒色とする。

２ 　川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙の（点字用）投票用紙の様式

備考　１ 　投票用紙は、片面印刷の方法による。

　　　２ 　川崎市選挙管理委員会印は、刷込み式とする。

　　　３ 　用紙の地色はあじさい色とし、文字等の印刷色は黒色とする。

　　　４ 　 市会 の位置に

　　　　　　　　　　　　●・●・●・
　　　　　　　　　　　　●●・・●・
　　　　　　　　　　　・●・●・・　　（シカイ）と点字で表示する。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

1 川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙の投票用紙の様式 
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川崎市選挙管理委員会告示第32号

　平成29年10月22日執行の川崎市議会議員川崎区選挙区

補欠選挙における公職選挙事務執行規程（昭和49年川崎

市選挙管理委員会告示第１号）第16条第１項に規定する

自動車・船舶用表示板（第12号様式）及び拡声機用表示

板（第13号様式）の材質、地色及び文字の色は、次のと

おりとします。

　　平成29年10月13日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

材質等

種類
材　　質 地　　色 文字の色

自動車・船舶用

表　　示　　板
ベニヤ製 白　　色 黒　　色

拡　声　機　用

表　　示　　板
ベニヤ製 白　　色 黒　　色

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第33号

　平成29年10月22日執行の川崎市議会議員川崎区選挙区

補欠選挙における公職選挙事務執行規程（昭和49年川崎

市選挙管理委員会告示第１号）第55条に規定する標旗

（第35号様式）並びに第56条第１項に規定する乗車・乗

船章（第36号様式）及び同条第２項に規定する選挙運動

員章（第37号様式）の地色及び文字の色は、次のとおり

とします。

　　平成29年10月13日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

地色等

種類
地　　色 文字の色

標　　　　旗 白　　色 黒　　色

乗車・乗船章 白　　色 黒　　色

選挙運動員章 白　　色 赤　　色

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第34号

　平成29年10月22日執行の川崎市議会議員川崎区選挙区

補欠選挙における公職選挙事務執行規程（昭和49年川崎

市選挙管理委員会告示第１号）第75条第１項に規定する

政治活動用自動車表示板（第47号様式）の材質、地色及

び文字の色は、次のとおりとします。

　　平成29年10月13日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

材　　質 地　　色 文字の色

ベニヤ製 桃　　色 黒　　色

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第35号

　平成29年10月22日執行の川崎市議会議員川崎区選挙区

補欠選挙における公職選挙事務執行規程（昭和49年川崎

市選挙管理委員会告示第１号）第77条第１項に規定する

政治活動用ポスター証紙（第48号様式）の地模様及びそ

の色は、次のとおりとします。

　　平成29年10月13日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

地　模　様 地模様の色

桃　　色

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第36号

　平成29年10月22日執行の川崎市議会議員川崎区選挙区

補欠選挙における公職選挙事務執行規程（昭和49年川崎

市選挙管理委員会告示第１号）第79条第１項に規定する

政談演説会告知用立札・看板類表示板（第51号様式）の

地色及び文字の色は、次のとおりとします。

　　平成29年10月13日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

地　　色 文字の色

桃　　色 黒　　色

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第37号

　平成29年10月22日執行の川崎市議会議員川崎区選挙区

補欠選挙における川崎市選挙公報に関する条例（昭和46

年川崎市条例第82号）第４条第２項及び公職選挙事務執

行規程（昭和49年川崎市選挙管理委員会告示第１号）第

63条第２項の規定による選挙公報の掲載順序を定めるく

じを行う場所及び日時は、次のとおりです。

　　平成29年10月13日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

　１ 　場　所　　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　　川崎市役所第４庁舎４階　第３会議室

　２ 　日　時　　平成29年10月13日　午後５時

　　　───────────────────

川崎市選挙管理委員会告示第38号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第194条第１項第

４号の規定による平成29年10月22日執行の川崎市議会議

員川崎区選挙区補欠選挙における選挙運動費用の支出制
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限額は、次のとおりです。

　　平成29年10月13日

 川崎市選挙管理委員会　　　

 委員長　笠　原　勝　利　　

　候補者１人につき 6,800,000円　　　　　　　

市 長 選 挙 選 挙 長 告 示

川市長選告示第１号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における選挙長

の事務を取り扱う場所は、次のとおりです。

　　平成29年10月８日

 川崎市長選挙　　　　　　　

 選挙長　笠　原　勝　利　　

　川崎市川崎区宮本町３番地３

　川崎市役所第４庁舎１階　川崎市選挙管理委員会事務室

　ただし、平成29年10月８日午前８時30分から午後５時

までの間における選挙長の事務を取り扱う場所は、次の

とおりとします。

　川崎市川崎区宮本町３番地３

　川崎市役所第４庁舎４階　第６・７会議室

　　　───────────────────

川市長選告示第２号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における、公職

選挙法（昭和25年法律第100号）第76条において準用す

る同法第62条第２項又は第４項の規定による選挙立会人

となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時は、次の

とおりです。

　　平成29年10月８日

 川崎市長選挙　　　　　　　

 選挙長　笠　原　勝　利　　

１ 　場所

　　川崎市川崎区宮本町３番地３

　　川崎市役所第４庁舎４階　第１会議室

２ 　日時

　　平成29年10月19日　午後５時30分

　　　───────────────────

川市長選告示第３号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙について、公職

選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の４第１項及び

第２項の規定による候補者の届出及び推薦の届出の日で

ある同年10月８日は日曜日ですので、選挙供託事務執務

時間規程（昭和30年法務省訓令第１号）第１条の規定に

基づき、当日特に午前８時30分から午後５時まで供託事

務を取り扱う供託所として、横浜地方法務局川崎支局を

指定した旨横浜地方法務局長から通知がありました。

　　平成29年10月８日

 川崎市長選挙　　　　　　　

 選挙長　笠　原　勝　利　　

　　　───────────────────

川市長選告示第４号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙の候補者とし

て、次のとおり届出がありました。

　　平成29年10月８日

 川崎市長選挙　　　　　　　

 選挙長　笠　原　勝　利　　

川 崎 区 告 示

川崎市川崎区告示第５号

　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第119条第

２項の規定による個人演説会の開催のための施設の設備

の程度その他必要な事項及び同令第121条の規定による

公職の候補者等が納付すべき費用の額は、次のとおりで

す。

　　平成29年10月５日

 川崎市川崎区長　土　方　慎　也　　
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有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

使
用

の
際

は
、

必
ず

ｼ
ｰ
ﾄ
を
敷
く
こ
と
。
 

1
9
 

川
崎
 

体
育

館
4
9
3
.
6
8
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
電

 
灯

4
0
0
W

4
0
0
W

1
8
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
0
0
脚

 
な

し
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足
禁
止
 

貼
紙
禁
止
 

2
0
 

京
町
 

体
育

館
6
1
6
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

4
0
0
W
、
2
0
0
W
1
組

で

1
6

個
、

5
0
0
W
 

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

7
0
0
脚

体
育
館
放
送
室
 

有
 

土
足
禁
止
 

飲
食
禁
止
 

 
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

1
0
脚
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川
崎

区
3
 

（
小

学
校

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 
日

 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何

個

電
 

灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

何
脚

 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い

す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 
間

2
1
 
田

島
支

援
 
体

育
館

5
7
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

無
電

極

ラ
ン

プ
 

3
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

2
0
0
脚

 
な

し
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足

禁
止

 

飲
食

禁
止

 

土
曜

貸
出

不
可

、
 

日
曜

は
月

に
１

回
貸

出
不

可
の

た
め

要
確

認
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川
崎

区
4
 

（
中

学
校

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 

日
 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何

個

電
 

灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

何
脚

 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い
す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
)
 

そ
の

他
 

1
 

大
師

 
体

育
館

9
2
7
.
7
2
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

L
E

D

電
灯

 

 

 
5
8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

8
0
0
脚

 
な

し
有
 

土
足

禁
止
（

上
履

き
か

ス
リ

ッ
パ

を
使

用
す

る
こ

と
）

 

2
 

南
大

師
 

体
育

館
9
9
9
.
7
5
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

2
4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

 
な

し
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

使
用

の
際

は
必

ず

ｼ
ｰ
ﾄ
を

敷
く

こ
と

。
 

控
室

と
し

て
ｽ
ﾃ
ｰ

ｼ
ﾞ
横

使
用

可
。

 

張
紙

禁
止

 

3
 

川
中

島
 

体
育

館
6
7
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

ﾊ
ﾛ
ｹ
ﾞ
ﾝ
灯

2
灯

1
ｾ
ｯ
ﾄ

4
0
0
W

 

2
4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

8
0
0
脚

ﾐ
ｰ
ﾃ
ｨ
ﾝ
ｸ
ﾞ
 

ﾙ
ｰ
ﾑ
 

生
徒

用
机

い
す

1
8
脚
 

1
8
脚
 

有
 

有
線

ﾏ
ｲ
ｸ 

（
舞

台
3 

ﾌ
ﾛ
ｱ
2）

ﾜ
ｲ

ﾔ
ﾚ
ｽ
ﾏｲ

ｸ
2 

使
用

の
際

は
、
必

ず
ｼ
ｰ
ﾄ
を

敷
く

こ

と
 

土
足

禁
止
（

上
履

き
か

ス
リ

ッ
パ

を
使

用
）

 

4
 

桜
本

 
体

育
館

9
8
1
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
 

残
置

灯

1
0
0
W

1
0
0
W

2
0
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
0
0
脚

体
育
館
舞
台
袖
 

有
 

使
用

の
際

は
、

必
ず

ｼ
ｰ
ﾄ
を
 

敷
く

こ
と
 

 
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

な
 

し
な
 

し

5
 

臨
港

 
体

育
館

1
,
0
0
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

2
4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

放
送

室
い

す
3
脚

有
 

土
足

禁
止

（
上

履

き
か

ス
リ

ッ
パ

が

必
要

）
 

6
 

田
島

 
体

育
館

 
体

育
館

改
修

中
の

た
め

使
用

不
可

 

7
 

京
町

 
体

育
館

9
9
8
.
9
5
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

ﾊ
ﾛ
ｹ
ﾞﾝ

ﾗ
ｲﾄ

水
銀

灯
2
5
0
W

4
0
0
w

4
個

2
4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

6
0
0
脚

 
な

し
有
 

使
用

の
際

は
必

ず
 

ｼ
ｰ
ﾄ
を

敷
く

こ
と

 

土
足

禁
止
 

8
 

渡
田

 
体

育
館

 
体

育
館

改
修

中
の

た
め

使
用

不
可

 

9
 

富
士

見
 

体
育

館
1
2
1
8
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
 

残
置

灯
 

4
0
0
W

2
5
0
W

2
8
個

6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

8
0
0
脚

体
育

館
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

な
 

し

な
 

し
有
 

使
用

の
際

は
必

ず
 

ｼ
ｰ
ﾄ
を

敷
く

こ
と

 

土
足

禁
止

 

1
0
 

川
崎

 
体

育
館

9
4
7
.
8
2
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
 

5
0
0
W

2
8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
4
本

 

土
足

禁
止
（

要
上

履
き

、
ス

リ
ッ

パ
）、

張
紙

禁
止
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川
崎

区
5
 

（
市

立
高

等
学

校
）

 

施
設

の
名

称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左

の

面
積

(
㎡

)
 

納
付

す
べ

き
費

用
の

額
(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ

 
 

の
 

 
他

 
 

必
 

 
要

 
 

な
 

 
事

 
 

項
 

平
 

 
 

日
 

休
 

日
照

明

蛍
光

灯

何
W
何

個

電
 

灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

何
脚

 

い
す

何
脚

 

聴
衆

席
 

(
い

す
何

脚
)

弁
士

控
室

場
所

・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声

機
 

(
有
・
無

)
 

そ
の

他
 

1
 

川
崎

 
体

育
館

2
1
2
9
.
4
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

L
E

D

電
灯

2
5
4
W

9
6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

 
な

し
有

 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足
禁
止
 

貼
紙
禁
止
 

冷
暖
房
無

し
 

        川
崎

区
6
 

（
公

民
館

）
 

施
設

の
名

称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左

の
面

積
(
㎡

)
 

納
付

す
べ

き
費

用
の

額
(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ

 
 

の
 

 
他

 
 

必
 

 
要

 
 

な
 

 
事

 
 

項
 

平
 

 
 

日
 

休
 

日
照

明

蛍
光

灯

何
W
何

個

電
 

灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

何
脚

 

い
す

何
脚

 

聴
衆

席
 

(
い

す
何

脚
)

弁
士

控
室

場
所

・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声

機
 

(
有
・
無

)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 

間

1
 

教
育

文
化

会
館

 
大

ﾎ
ｰ
ﾙ
 

1
,
9
5
2
.
0
0
 

午
前

 

4
7
,
6
3
0
 

午
後

 

7
0
,
8
4
0
 

 

8
7
,
2
3
0

午
前

 

5
5
,
6
3
8

午
後

 

8
3
,
4
9
0

夜
間

 

1
0
3
,
1
5
8

ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾀ
ﾞ
-
ﾗ
ｲ
ﾄ
 

 
 

2
列

 

第
2
ｼ
ｰ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾄ
 

1
列

 

ﾌ
ﾛ
ﾝ
ﾄ
ｻ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ｽ
ﾎ
ﾟ
ｯ
ﾄ
ﾗ
ｲ
ﾄ
1
式

演
 

壇
  

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

有
 

1
脚

1
0
脚

1
,
9
6
1
脚

第
1
楽

屋
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

8
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
 

2
 

教
育

文
化

会
館

 

６
階

大

会
議

室
 

4
7
0
.
6
2
 

午
前

 

5
,
9
4
0
 

午
後

 

7
,
4
8
0
 

 

1
0
,
7
8
0

午
前

 

6
,
5
7
8

午
後

 

8
,
4
2
6

夜
間

 

1
2
,
3
8
6

客
席

蛍
光

灯
 

客
席

ダ
ウ

ン
ラ

イ
ト

 

ボ
ー

ダ
ー

 

Ｃ
Ｌ

ラ
イ

ト
 

 

演
 

壇
 

有
 

3
0
0
脚

 

舞
台

裏

 

 

 

エ
レ

ベ
ー

タ
脇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
2
脚

い
す

1
0
脚

 ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
4
脚

い
す

2
7
脚

有
 

マ
イ

ク
6
本

 

(
ワ
イ
ヤ
レ
ス
 

２
本
 

有
線
 

４
本
)
 

 

3
 

教
育

文
化

会
館

大
師

分
館

 

第
1
･
2

学
習

室
1
3
9
.
0
0
 

午
前

 

1
,
7
6
0
 

午
後

 

1
,
9
8
0
 

 

2
,
6
4
0

午
前

 

2
,
1
1
2

午
後

 

2
,
3
7
6

夜
間

 

3
,
1
6
8

蛍
光

灯

ｽ
ﾎ
ﾟ
ｯ
ﾄ
ﾗ
ｲ
ﾄ

演
 

壇
  

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

有
 

1
脚

5
脚

1
0
0
脚

 
な

し
有

 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
 

4
 

教
育

文
化

会
館

田
島

分
館

 

第
1
･
2

学
習

室
1
7
6
.
0
0
 

午
前

 

1
,
7
6
0
 

午
後

 

1
,
9
8
0
 

 

2
,
6
4
0

午
前

 

2
,
1
1
2

午
後

 

2
,
3
7
6

夜
間

 

3
,
1
6
8

蛍
光

灯

ｽ
ﾎ
ﾟ
ｯ
ﾄ
ﾗ
ｲ
ﾄ

演
 

壇
  

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ 

い
す

 

有
 

1
脚

1
0
脚

8
0
脚

 
な

し
有

 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本
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幸 区 告 示

川崎市幸区告示第２号

　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第119条第

２項の規定による個人演説会の開催のための施設の設備

の程度その他必要な事項及び同令第121条の規定による

公職の候補者等が納付すべき費用の額は、次のとおりで

す。

　　平成29年10月５日

 川崎市幸区長　　
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幸

 
区

1
 

（
小

学
校

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 
 
備

 
 
の

 
 
程

 
 
度

 
 

そ
 

 
の
 

 
他
 

 
必
 

 
要
 

 
な
 

 
事
 

 
項
 

平
 
 
 

日
 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯
何

W
何

個
電

 
灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ

ﾌ
ﾞ

ﾙ
何

脚
い

す
何

脚

聴
衆
席
 

(
い
す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 
間

1
 

幸
町
 

体
育

館
7
7
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

4
0
0
W

8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
0
0
脚

 
な

し

(
舞

台
脇

)
有
 

 

2
 

南
河

原
 

体
育

館
5
1
3
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

1
8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
0
0
脚

 
な

し
有

 
 

3
 

御
幸
 

ｱ
ﾘ

ｰ
ﾅ

7
6
8
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
 
 
4
0
0
W
 
 
1
6
個

ﾅ
ﾄ
ﾘ
ｳ
ﾑ
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
 
 
3
6
0
W
 
 
1
6
個

演
壇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ 

 
 
 
 
1
脚

6
0
0
脚

特
別
活
動
室
 
ﾃ
 
ｰ
 
ﾌ
 
ﾞ
 
ﾙ
 
 

 
 
1
2
脚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
 

 
 
す
 

 
 

 
4
0
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本
 

 

4
 

西
御

幸
 

体
育

館
7
0
5
.
5
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

ﾊ
ﾛ
ｹ
ﾞ
ﾝ
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ

電
灯

2
0
0
W

1
0
0
W

8
個

3
6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

6
0
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本
 

 

5
 

戸
手
 

体
育

館
9
4
9
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

電
灯

4
0
0
W

2
2
0
W

1
6
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

4
0
0
脚

 
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

1
0
脚

有
 

 

6
 

古
川
 

体
育

館
6
0
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

ﾏ
ﾙ
ﾁ
ﾊ
ﾛ
ｹ
ﾞ
ﾝ

残
置

灯

4
0
0
W

 

1
8
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

 
な

し
有

 
 

7
 

下
平

間
 

体
育

館
4
6
8
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

1
K
W

2
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

6
0
0
脚

 
な

し
有

 
 

8
 

古
市

場
 

ｱ
ﾘ
ｰ
ﾅ
 

6
1
6
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
ﾅﾄ

ﾘｳ
ﾑﾗ

ﾝﾌ
ﾟ

電
灯

4
0
0
W

2
2
0
W

2
5
0
W

1
2
個

1
2
個

4
個

演
壇

 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

有

1
脚

5
0
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足
禁
止
 

貼
紙
禁
止
 

9
 

日
吉
 

体
育

館
5
4
6
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

1
8
個

弁
士

用
演

壇
 

体
育
館
用
ﾊﾟ
ｲﾌ
ﾟい

す
 

1
脚

4
5
0
脚

 
な
 

 
し
 

有
 

 

1
0
 

小
倉
 

体
育

館
6
0
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

蛍
光

灯
4
0
0
W

1
8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
 

1
1
 

南
加

瀬
 

体
育

館
6
5
5
.
5
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
水

銀
灯

電
灯

2
5
0
W

4
0
0
W

5
0
0
W

8
個

5
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
0
0
脚

 
な

し

(
放

送
室

)
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
壇

上
使

用
不

可
 

1
2
 

東
小

倉
 

体
育

館
3
4
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

4
0
0
W

1
6
個

演
壇

 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

有

1
脚

1
脚

4
5
0
脚

 
な

し
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
貼
紙
禁
止
 

1
3
 

夢
見
ケ
崎
 
体

育
館

5
7
9
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

L
E
D

灯
1
8
4
W

1
8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

 
な

し
 

有
 

土
足
禁
止
 

貼
紙
禁
止
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幸

 
区

2
 

（
中

学
校

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 

日
 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何

個

電
 

灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

何
脚

 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い

す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 
間

1
 

南
河

原
 

図
書

室
7
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

蛍
光

灯
4
0
W

3
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

4
8
脚

 
な

し
 

な
 

し
 

土
足
禁
止
 

2
 

御
幸

 
体

育
館

9
2
8
.
8
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

1
6
個

演
壇

 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

有

1
脚

6
5
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足
禁
止
 

貼
紙
禁
止
 

3
 

塚
越

 
体

育
館

9
2
3
.
6
5
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

L
E
D

灯
 

3
0
個

演
壇

 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

 
1
脚

5
0
0
脚

舞
台

袖
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

3
脚

 
3
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

水
銀

灯
一

部
故

障
 

土
足

禁
止

、
ｼｰ
ﾄを

敷
く

貼
紙
糊
付
け
禁
止

 

4
 

日
吉

 
体

育
館

6
2
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

5
0
0
W

4
8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

5
0
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
3
本

 

土
足

禁
止

、
ｼｰ
ﾄを

敷
く

貼
紙
糊
付
け
禁
止
 

5
 

南
加

瀬
 

体
育

館
9
9
9
.
6
3
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

蛍
光

灯
4
0
0
W

2
8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

9
0
0
脚

 
な

し
有

 
土
足
禁
止
 

（
市
立
高
等

学
校
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1
 

総
合

科
学
 
大
会
議
室

1
8
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

蛍
光

灯
4
0
W

4
8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

8
4
脚

6
階
小
会
議
室
 

 

有
 

 

 
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

1
4
脚

2
 

幸
 

体
育

館
8
0
5
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

6
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

8
0
0
脚

ｽ
ﾃ
ｰ
ｼ
ﾞ
脇

い
す

(
ｽ
ﾃ
ｰ
ｼ
ﾞ
下

に
収

納
)

5
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足

禁
止

、
ｼｰ
ﾄを

敷
く

貼
紙
糊
付
け
禁
止
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 幸

 
区

3
 

（
公

民
館

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 

日
 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何

個

電
 

灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

何
脚

 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い

す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 
間

1
 

幸
市

民
館
 
大

ﾎ
ｰ
ﾙ

8
7
2
.
0
0
 

午
前
 

1
5
,
0
7
0
 

午
後
 

1
7
,
4
9
0
 

 

2
4
,
5
3
0

午
前

 

1
6
,
5
2
2

午
後

 

1
9
,
4
2
6

夜
間

 

2
7
,
8
7
4

ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾀ
ﾞ
-
ﾗ
ｲ
ﾄ

2
列

ｼ
ｰ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ｽ
ﾎ
ﾟ
ｯ
ﾄ
ﾗ
ｲ
ﾄ
 
1
式

ﾌ
ﾛ
ﾝ
ﾄ
ｻ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ｽ
ﾎ
ﾟ
ｯ
ﾄ
ﾗ
ｲ
ﾄ
1
式

演
 
壇

  

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

有
 

4
脚

1
2
脚

8
4
0
脚

 第
1
～
第

2
楽
屋

 
有
 

ﾀ
ﾞ
ｲ
ﾅ
ﾐ
ｯ
ｸ

ﾏ
 

ｲ
 

ｸ
 

2
本
 

受
付

用
い

す
 

1
8
脚
 

長
机
 

 
5
脚
 

 
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

3
脚

1
5
脚

2
 

幸
市

民
館
 
大

会
議

室
 

1
9
1
.
0
0
 

午
前
 

3
,
8
5
0
 

午
後
 

5
,
3
9
0
 

 

6
,
9
3
0

午
前

 

4
,
6
2
0

午
後

 

6
,
4
6
8

夜
間

 

8
,
3
1
6

蛍
光
灯
 

ｼ
ｰ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾄ
 

1
式

演
 
壇

  

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

有
 

4
脚

1
2
脚

2
0
0
脚

な
 

 
し

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

受
付

用
い

す
 

9
脚
 

長
机
 

 
3
脚
 

3
 

幸
市

民
館
 

日
吉

分
館
 

第
3
･
第

4

学
習

室
1
5
0
.
6
4
 

午
前
 

2
,
0
9
0
 

午
後
 

2
,
7
5
0
 

 

3
,
5
2
0

午
前

 

2
,
5
0
8

午
後

 

3
,
3
0
0

夜
間

 

4
,
2
2
4

蛍
光
灯

3
2
w
×

2
 
3
6
個

蛍
光

灯
2
7
w
×

1
 
1
9
個

演
 
壇

  

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

有
 

1
脚

1
2
0
脚

な
 

 
し

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
3
本

 

立
札
・
看
板
の

類
の

掲
示

は
 

2
階
入
口
の
み
 

掲
示

可
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中 原 区 告 示

川崎市中原区告示第２号

　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第119条第

２項の規定による個人演説会の開催のための施設の設備

の程度その他必要な事項及び同令第121条の規定による

公職の候補者等が納付すべき費用の額は、次のとおりで

す。

　　平成29年10月５日

 川崎市中原区長　向　坂　光　浩　　
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中
原

区
1
 

（
小

学
校

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
) 

納
付
す
べ
き
費
用
の
額

(円
) 

設
 
 
備
 
 
の
 
 
程
 
 
度
 
 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 
日
 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何
個

電
 

灯

何
W
何
個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ 

何
脚
 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い
す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す
何

脚

拡
声
機

(
有
・
無

)
そ

の
他

 
昼
 
間
 

夜
 
間

1
 

下
河

原
 

体
育

館
6
1
7.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯

ﾅ
ﾄ
ﾘ
ｳ
ﾑ
灯

4
0
0W

4
0
0W

2
0
個

1
6
個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

有
 1
脚

1
脚

5
80

脚
図
書
館
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

8
脚

4
0
脚

有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本

 

2
 

平
間
 

体
育

館
9
6
3.
06
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯
 

白
熱

灯

4
0
0W

4
0
0W

2
0
個

2
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

1
脚

5
80

脚
放

送
室

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

1
脚

有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本

 

3
 

玉
川
 

体
育

館
6
0
0.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

L
E
D

灯
4
0
0W

2
2
個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

有
 1
脚

5
00

脚
 

な
し

有
 

ﾏ
ｲｸ

3
本

ﾏ
ｲｸ

3
本
の
う
ち

2
本
有
線
。
残
り

１
本
は
無
線
。
 

4
 

下
沼

部
 

体
育

館
9
0
0.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

白
熱

灯

水
銀

灯

4
0
0W

4
0
0W

4
個

1
8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

6
00

脚
 

な
し

有
 

土
足
厳
禁
 

貼
紙
禁
止
 

工
事
中
の
た
め

車
両
乗
入
禁
止

5
 

苅
宿
 

体
育

館
5
4
0.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯
残

置
灯

4
0
0W

5
0
0W

1
8
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

4
00

脚
 

な
し

有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本

土
足
禁
止
 

貼
紙
禁
止
 

6
 

木
月
 

体
育

館
5
4
3.
71
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

L
E
D

灯
4
0
0W

4
0
個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

有

1
脚

1
脚

5
00

脚
控
え
室
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

2
脚

6
脚

有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本

土
足
禁
止
 

貼
紙
禁
止
 

7
 

東
住

吉
 

体
育

館
7
5
1.
77
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯
残

置
灯

5
0
0W

5
0
0W

1
8
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

5
00

脚
 

な
し

有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本

晴
雨
に
か
か
わ

ら
ず
土
足
禁
止

8
 

住
吉
 

体
育

館
7
4
9.
50
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯
 

2
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

6
00

脚
 

な
し

有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本

土
足
・
貼

紙
禁
止

 
工
事

中

の
た

め
車
両

乗
入
れ

禁
止

9
 

井
田
 

体
育

館
7
2
9.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯
残
置
（

ﾊﾛ
ｹﾞ

ﾝ
ﾗ
ﾝﾌ
ﾟ）

2
2
0W

5
0
0W  

1
6
個

4
個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

脇
机

有
 

大
1
脚

2
脚

7
40

脚
 

な
し

有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本

 

1
0 

今
井
 

体
育

館
8
5
1.
23
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯

電
灯

2
2
0W

1
0
0W

3
2
個

6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

5
00

脚
 

な
し

有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本

 

1
1 

上
丸

子
 

体
育

館
5
0
3.
40
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯

白
熱

灯

6
00
ｗ

1
00
0
w

1
8
個

4
個

演
壇

大
1
組

小
2
組

4
50

脚
  

な
し

な
し
 

貼
紙
禁
止
 

土
足
禁
止
 

1
2 

西
丸

子
 

体
育

館
7
2
0.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯

残
置

灯

4
00
W 

5
0
0W

1
8
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

5
00

脚
 

な
し

有
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中
原

区
2
 

（
小

学
校

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の
面

積
(㎡

) 

納
付
す
べ
き
費
用
の
額

(円
) 

設
 
 
備
 
 
の
 
 
程
 
 
度
 
 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 
日
 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何
個

電
 

灯

何
W
何
個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ 

何
脚
 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い
す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す
何

脚

拡
声
機

(
有
・
無

)
そ

の
他

 
昼
 
間
 

夜
 
間

1
3 

中
原
 

体
育

館
1
,
06
7.
38
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

蛍
光

灯

電
灯

40
W、

20
W

40
0W
、
20
0W

4
個

2
0
個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

有
 1
脚

5
00

脚
 

な
し

 

有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本

土
足

・
貼
紙

禁
止
 

飲
食

禁
止
 

1
4 

宮
内
 

体
育

館
 

8
6
5.
19
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯
3
6
0W

2
0
個

演
壇
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ 

い
す
 

有
 1
脚

1
脚

5
00

脚
な

し
有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本

土
足
禁
止

 

貼
紙
禁
止

 

飲
食
禁
止

 

ス
ト
ー
ブ

使
用
の

場
合
、
向
き
に

注
意

す
る
こ
と
 

1
5 

大
戸
 

体
育

館
9
1
2.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯

高
圧

ナ
ト

リ
ウ

ム

M
F
4
0
0
W

N
H
2
2
0
W

1
6
個

1
6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

8
00

脚
 

な
し

有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本

土
足
禁
止
 

1
6 

下
小
田
中
 

 
体

育
館

改
修

工
事

の
た

め

使
用

不
可

1
7 

新
城
 

体
育

館
9
1
9.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯
4
0
0W

1
2
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

5
00

脚
 

な
し

有
 

ﾏ
ｲｸ

1
本

土
足
禁
止
 

貼
紙
禁
止
 

特
別

活
動

室
1
2
8.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

蛍
光

灯
4
0
0W

2
4
本

ﾃ
ｰ
ﾌﾞ
ﾙ 

1
5
脚

8
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲｸ

1
本

土
足
禁
止
 

貼
紙
禁
止
 

1
8 

大
谷

戸
 

体
育

館

ア
リ

ー
ナ

9
3
6.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

L
E
D

灯
2
5
4W

2
4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

1
0
00

脚
 

な
し

 
有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本

土
足
厳
禁

。
 

貼
紙
禁
止

。
 

水
分

が
こ

ぼ
れ

る

と
床

が
は

が
れ

る

の
で
要
注

意
 

1
9 

ろ
う

学
校
 
体

育
館

8
9
0.
90
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯
1
0
0W

2
0
個

な
し

 
 
 

 
1
20

脚
 

な
し

 
有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本

土
足
禁
止
。
 

床
下

に
磁

気
ル

ー
プ
（
集
団
補
聴

設
備
）
が
設
置
さ

れ
て
い
る
た
め
、

水
分

を
こ

ぼ
す

等
要

注
意

の
た

め
、
飲
食
禁
止
。

大
雨

の
あ

と
の

雨
も

れ
の

可
能

性
あ
り
。
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中
原

区
3
 

（
中

学
校

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
) 

納
付
す
べ
き
費
用
の
額

(円
) 

設
 
 
備
 
 
の
 
 
程
 
 
度
 
 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 
日
 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何
個

電
 

灯

何
W
何
個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ 

何
脚
 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い
す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す
何

脚

拡
声
機

(
有
・
無

)
そ

の
他

 
昼
 
間
 

夜
 
間

1
 

平
間
 

体
育

館
9
6
1.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯

ﾅ
ﾄ
ﾘ
ｳ
ﾑ
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ

電
灯

4
0
0W

2
2
0W

4
5
0W

2
0
個

2
0
個

2
個

演
壇
 

ｽ
ﾋﾟ
ｰ
ﾁﾃ
ｰ
ﾌﾞ
ﾙ 

1
組

1
脚

5
00

脚
 

な
し

 
有

 
 

2
 

玉
川
 

体
育

館
8
5
0.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯
4
0
0W

2
0
個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

有
 1
脚

5
00

脚
 

な
し

 
有

 
土

足
・

飲
食

厳
禁
。
 

椅
子

を
出
す

際
に
必

ず
シ

ー
ト

を
敷
く

こ
と
。
 

3
 

住
吉
 

 
体

育
館

改
修

工
事
の

た
め

使
用

不
可
 

4
 

井
田
 

 
体

育
館

改
修

工
事
の

た
め

使
用

不
可
 

5
 

今
井
 

特
別

活
動

室
1
2
0.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

蛍
光

灯
4
0W

2
6
個

な
し

9
9
脚

相
談
室
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

6
脚

な
 
し

土
足
禁
止
 

6
 

中
原
 

体
育

館
7
6
2.
60
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯

電
灯

4
0
0 W

4
0
0W

2
4
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

4
00

脚
 

な
し

 
有

 
土
足
厳
禁
 

7
 

宮
内
 

体
育

館
7
2
0.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

水
銀

灯
4
0
0W

2
3
個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

有
 4
脚

3
00

脚
 

な
し

 
有

 
土
足
禁
止
 

貼
紙
禁
止
 

8
 

西
中

原
 

特
別

活
動

室
8
8
.1
6 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

蛍
光

灯
3
6
W

8
個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

有
 1
0
脚

5
0
脚

3
5
脚

サ
ポ
ー
ト

教
室
 

テ
ー

ブ
ル

い
す

2
脚

1
0
脚

無
 

 

（
市

立
高

等
学

校
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1
 

橘
 

体
育

館
1
,
44
0.
00
 

8
,
44
8 

2
7
,3
89

2
8
,8
96

蛍
光

灯
電

灯
4
0
0W

2
7
0W

4
8
個

3
2
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

9
50

脚
 

な
し

有
 

い
す

を
使

用
す

る
場

合
は

、
シ

ー
ト

を
敷

く
こ

と
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高 津 区 告 示

川崎市高津区告示第１号

　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第119条第

２項の規定による個人演説会の開催のための施設の設備

の程度その他必要な事項及び同令第121条の規定による

公職の候補者等が納付すべき費用の額は、次のとおりで

す。

　　平成29年10月５日

 川崎市高津区長　　

中
原

区
4
 

（
公

民
館

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
) 

納
付
す
べ
き
費
用
の
額

(円
) 

設
 
 
備
 
 
の
 
 
程
 
 
度
 
 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 
日
 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何
個

電
 

灯

何
W
何
個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ 

何
脚
 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い
す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す
何

脚

拡
声
機

(
有
・
無

)
そ

の
他

 
昼
 
間
 

夜
 
間

1
 

中
原
 

市
民

館
 

多
目

的

ﾎ
ｰ

ﾙ
2
9
1.
00
 

午
前
 

9
,
24
0 

午
後
 

1
1
,2
20
 

 

1
5
,1
80

午
前
 

1
0
,0
54

午
後
 

1
2
,4
30

夜
間
 

1
7
,1
82

ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾀ
ﾞ
-
ﾗ
ｲ
ﾄ
 

 
 

1
列

ｼ
ｰ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾄ
 

 
 

1
列

ｱ
ｯ
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾎ
ﾘ
ｿ
ﾞ
ﾝ
ﾄ
ﾗ
ｲ
ﾄ
 
1

列

演
 
壇
  

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

有
 

2
脚

1
5
脚

3
50

脚
ホ

ー
ル

控
え
室
 

い
す
 

6
脚
 

有
 

ﾏ
ｲｸ

2
本
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個
人

演
説

会
会

場
一

覧
表

 
（

 
公

 
営

 
施

 
設

 
）

 
 

平
成

2
9
年

9
月

 
    

川
崎

市
高

津
区

選
挙

管
理

委
員

会
 

 
※

休
日

と
は

、
土

曜
日

・
日

曜
日

・
祝

祭
日

で
す

。
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高
津

区
1
 

（
小

学
校

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 

日
 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何

個

電
 

灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

何
脚

 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い

す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
)
 

そ
の

他
 

1
 

子
母

口
 

体
育

館
7
5
6
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

ｴ
ﾊ
ﾞ
ｰ
ﾗ
ｲ
ﾄ

灯
 

2
6
0
W

4
0
個

 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

7
0
0
脚

体
育
館
袖

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

8
脚

3
脚

有
 

土
足

禁
止

 

東
橘

中
学

校
が

管
理

 

2
 

橘
 

体
育

館
8
3
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
7
6
0
W

2
4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

8
0
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足

禁
止

 

貼
紙

禁
止

 

3
 

末
長
 

体
育

館
7
2
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

4
0
0
W

1
6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

5
0
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足

禁
止

 

校
庭

は
車

乗
り

入
れ

禁
止

 

4
 

東
高

津
 

体
育

館
6
0
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

4
0
0
W

1
8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

 
な

し
有

 
土

足
禁

止
 

5
 

坂
戸
 

体
育

館
4
7
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

L
E
D
電

灯
 
7
0
W

4
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

3
0
0
脚

会
 
議
 
室

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

2
脚

1
8
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足

禁
止

 

校
庭

は
車

乗
り

入
れ

禁
止

 

6
 

久
本
 

体
育

館
5
4
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

蛍
光

灯

白
熱

灯

1
 
k
W

1
0
0
W

2
2
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

5
0
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
 

7
 

高
津
 

体
育

館
9
7
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

ﾊ
ﾛ
ｹ
ﾞ
ﾝ

4
0
0
W

5
0
0
W

2
0
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

5
脚

6
5
0
脚

ﾐ
ｰ
ﾃ
ｨ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾑ

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

0
脚

2
0
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土
足
禁
止
 

8
 

梶
ヶ

谷
 

 
全

面
改

修
中

に

つ
き

貸
出

不
可
 

9
 

久
末
 

体
育

館
6
3
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

L
E
D
電

灯
1
8
8
W

3
6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

7
0
0
脚

舞
台
袖
２
階

な
し

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土
足
禁
止
 

1
0
 

上
作

延
 

体
育

館
4
8
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

残
置

灯

4
0
0
W

4
0
0
W

8
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
0
0
脚

体
育

館
袖

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

8
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足

禁
止

 

校
庭

は
車

乗
り

入
れ

禁
止

 

1
1
 

久
地
 

体
育

館
9
4
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

ﾅ
ﾄ
ﾘ
ｳ
ﾑ
灯

4
0
0
w

2
7
0
w

2
0
個

2
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

3
0
0
脚

舞
台
袖
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

5
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足

禁
止

 

校
庭

は
車

乗
り

入
れ

禁
止

 

1
2
 

中
央
 

支
援
 

体
育

館
6
3
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

 水
銀

灯
 

ﾅ
ﾄ
ﾘ
ｳ
ﾑ
灯

ﾊﾛ
ｹﾞ
ﾝﾗ
ﾝﾌ
ﾟ

 4
0
0
W

2
7
0
W

2
0
個

2
0
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

3
5
0
脚

会
議

室
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

2
6
脚

8
0
脚

有
 

土
足

禁
止

 

敷
地

内
は

車
乗

り
入

れ
禁

止
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高
津

区
2
 

（
小

学
校

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 
日

 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何

個

電
 

灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

何
脚

 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い

す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
) 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 
間

1
3
 

新
作
 

 
全

面
改

修
中

に
つ

き
貸

出
不

可
 

1
4
 
下

作
延
 

体
育
館

5
2
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

5
0
0
w

1
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

１
脚

１
脚

4
5
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土
足
禁
止
 

1
5
 
西

梶
ヶ

谷
 

体
育
館

7
3
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

L
E
D

電
灯

 
7
0
W

4
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

6
0
0
脚

 
な

し
有

 
土
足
禁
止
 

1
6
 

南
原
 

体
育
館

6
8
2
.
0
7
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

2
4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
0
0
脚

 
舞

台
右

側
袖

有
 

土
足
禁
止
 

（
中

学
校

）
 

１
 

東
橘
 

体
育

館
1
3
6
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

ｴ
ﾊ
ﾞ
ｰ
ﾗ
ｲ
ﾄ

灯
 

2
6
0
W

4
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

7
0
0
脚

 
な

し
有

 
土

足
禁

止
 

2
 

橘
 

体
育

館
7
1
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
 
 
5
0
0
W

そ
の

他
水

銀
灯

 

2
0
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

7
0
0
脚

 
な

し
 

無
 

土
足

禁
止

 

貼
紙

禁
止

 

拡
声

器
不

具
合

有
 

障
害

用
ト

イ
レ

有
 

3
 

高
津
 

体
育

館
9
6
5
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

L
E
D

電
灯

残
置

灯

1
7
0
W

5
0
0
W

2
4
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

8
0
0
脚

 
な

し
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土
足
禁
止
 

4
 

西
高

津
 

体
育

館
6
0
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

4
0
0
W

4
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

8
0
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

土
足
禁
止
 

5
 

東
高

津
 

体
育

館
4
8
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

L
E
D

電
灯

1
5
1
W

3
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

舞
台

袖
（

2
階

）
の

放
送

室
が

弁
士

の

控
室
と
し
て
利
用
可
能
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

南
武

線
沿

い
の

た

め
窓

を
閉

め
た

状

態
で

も
騒

音
が

ひ

ど
い

 

（
市

立
高

等
学

校
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1
 

高
津
 

旧
体
育
館

7
5
6
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
ﾅ
ﾄ
ﾘ
ｳ
ﾑ
灯

白
熱

灯

4
0
0
W

2
2
0
W

5
0
0
W

3
0
個

1
6
個

1
2
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

6
0
0
脚

 
な

し
有

 
土
足
禁
止
 

ス
リ
ッ
パ
持
参
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宮 前 区 告 示

川崎市宮前区告示第１号

　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第119条第

２項の規定による個人演説会の開催のための施設の設備

の程度その他必要な事項及び同令第121条の規定による

公職の候補者等が納付すべき費用の額は、次のとおりで

す。

　　平成29年10月５日

 川崎市宮前区長　小田嶋　満　　

高
津

区
3
 

（
公

民
館

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 

日
 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何

個

電
 

灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

何
脚

 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い
す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 
間

1
 

高
津

 

市
民

館
 
ﾎ

ｰ
ﾙ

9
3
5
.
0
0
 

午
前
 

1
2
,
6
2
8
 

午
後
 

1
5
,
0
4
8
 

 

2
2
,
0
8
8

午
前

 

1
4
,
0
8
0

午
後

 

1
6
,
9
8
4

夜
間

 

2
5
,
4
3
2

ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾀ
ﾞ
-
ﾗ
ｲ
ﾄ
 

 
 

2
列

ﾗ
ｲ
ﾄ
ﾊ
ﾞ
ﾄ
ﾝ
 

 
 

1
列

演
 
壇

  

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

有
 

4
脚

1
5
脚

6
0
0
脚

第
１
楽
屋

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

4
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

1
･
2

階
に

掲
示

で
き

る
案

内
の

寸
法
は
、
5
6
0
m
m

×
1
,
1
0
0
m
m

に

限
る
 

2
 

高
津

 

市
民

館
 

橘
分

館
 

第
3
・
第

4
学
習
室

1
9
0
.
7
0
 

午
前
 

1
,
7
6
0
 

午
後
 

1
,
9
6
0
 

2
,
6
4
0

午
前

 

2
,
1
1
2

午
後

 

2
,
3
7
6

夜
間

 

3
,
1
6
8

L
E
D
電

灯
 
 
 
 
4
列

ｽ
ﾎ
ﾟ
ｯ
ﾄ
ﾗ
ｲ
ﾄ
 

 
 

 
 
1
列

演
 
壇

 

 

長
 
机

 

い
 
す

 

無
 

 

2
4
脚

8
脚

7
2
脚

 
な

し

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

(
有
線

1
 

無
線

1
)
 

レ
ク

チ
ャ

ー
テ

ー
ブ

ル
1
台

有
 

山
台

4
台

有
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個
人

演
説

会
会

場
一

覧
表

 
（

 
公

 
営

 
施

 
設

 
）

 
 

平
成

2
9
年

9
月

 
    

川
崎

市
宮

前
区

選
挙

管
理

委
員

会
 

 
※

休
日

と
は

、
土

曜
日

・
日

曜
日

・
祝

祭
日

で
す

。
 

  



川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日

－37－

宮
前

区
1
 

（
小

学
校

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 
 
備

 
 
の

 
 
程

 
 
度

 
 

そ
 

 
の
 

 
他
 

 
必
 

 
要
 

 
な
 

 
事
 

 
項
 

平
 
 
 

日
 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯
何

W
何

個
電

 
灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ

ﾌ
ﾞ

ﾙ
何

脚
い

す
何

脚

聴
衆
席
 

(
い

す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 
間

1
 

野
川

 
体
育
館

1
0
5
9
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
水

銀
灯

ｱ
ｲ
ﾊ
ﾛ
ｹ
ﾞ
ﾝ
灯

灯

2
2
0
W

4
0
0
W

5
0
0
W

1
6
個

1
6
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

8
0
0
脚

 
 

な
し

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土
足
禁
止
 

2
 

西
野

川
 

体
育
館

7
1
3
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

蛍
光

灯
水

銀
灯

水
銀

灯

4
0
W

4
0
0
W

5
0
0
W

6
個

1
0
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
5
0
脚

 
 

な
し

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土
足
禁
止
 

3
 

南
野

川
 

 
体
育
館
改
修

工
事
の
た
め

使
用
不
可
 

4
 

宮
崎

 
体
育
館

7
4
8
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

蛍
光

灯

 

4
0
0
W

4
個

1
8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

7
0
0
脚
 

 
な

し
有
 

土
足
禁
止
 

飲
食
禁
止
 

貼
紙
禁
止
 

5
 

鷺
沼

 
体
育
館

5
5
2
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

1
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

5
0
0
脚
 

 
な

し
有
 

土
足
禁
止
 

飲
食
禁
止
 

6
 

有
馬

 
体
育
館

8
9
0
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

水
銀

灯

4
0
0
W

5
0
0
W

4
個

8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

 
 

な
し

 
 
 
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
5
本

 

土
足
禁
止
 

飲
食
禁
止
 

7
 

西
有

馬
 

体
育
館

5
5
2
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

蛍
光

灯

電
灯

4
0
0
W

2
0
0
W

1
0
個

6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

１
脚

5
0
0
脚
 

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足
禁
止
 

飲
食
禁
止
 

8
 

富
士

見
台

 
体
育
館

1
0
6
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

電
灯

1
0
0
W

5
0
0
W

4
2
個

2
8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

(
演

台
)
 

1
脚

6
0
0
脚
 

 
な

し
有
 

土
足
禁
止
 

駐
車

ｽﾍ
ﾟｰ

ｽな
し
 

9
 

宮
前

平
 

体
育
館

5
6
0
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

蛍
光

灯

電
灯

4
0
0
W

5
0
0
W

1
0
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

 
 

な
し

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土
足
禁
止
 

飲
食
禁
止
 

1
0
 

宮
崎

台
 

体
育
館

6
3
6
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

電
灯

4
0
0
W

1
0
0
W

1
0
個

4
個

 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

6
0
0
脚
 

ｽ
ﾃ
ｰ
ｼ
ﾞ
の
脇
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
3
本

 
土
足
禁
止
 

 
テ

ー
ブ

ル
1
脚

1
1
 

向
丘

 
ｱ

ﾘ
ｰ

ﾅ
6
0
6
.
0
4

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

水
銀

灯

4
0
0
W

2
0
0
W

2
0
個

2
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

5
脚

2
0
脚

6
0
0
脚
 

（
大

人
用
）

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

ﾌ
ﾛ
ｱ
ｼ
ｰ
ﾄ
使
用
 

貼
紙
禁
止
 

1
2
 

平
 

体
育
館

5
5
2
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

白
熱

灯

4
0
0
W

1
0
0
W

1
0
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

3
0
0
脚

 

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
議
室
 テ

ー
ブ
ル
 

 
 

 
 
7
脚

い
す
 
 
 
 
 
 
1
6
脚

有
 

貼
紙
禁
止
 

土
足
禁
止
 

1
3
 

白
幡

台
 

 

体
育
館
改
修

工
事
の
た
め

使
用
不
可
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宮
前

区
2
 

（
小

学
校

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き
費

用
の

額
(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 
日

 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何

個

電
 

灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

何
脚

 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い
す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 
間

1
4
 

菅
生
 

体
育
館

4
9
1
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

L
E
D

灯
L
E
D

灯
5
0
0
W

4
0
0
W

7
個

6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

7
脚

4
5
0
脚
 

 
な

し
 

有
 

土
足
禁
止
 

1
5
 

犬
蔵
 

体
育
館

5
5
2
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

蛍
光

灯

電
灯

4
0
W

5
0
0
W

4
個

1
6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

3
0
0
脚
 

 
な

し
有
 

土
足
禁
止
 

1
6
 

稗
原
 

体
育
館

5
4
0
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

ﾊﾛ
ｹﾞ

ﾝﾗ
ﾝﾌ

ﾟ

電
灯

4
0
0
W

5
0
0
W

2
0
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
0
0
脚
 

 
な

し
有
 

土
足
禁
止
 

飲
食
禁
止
 

1
7
 

土
橋
 

体
育
館

7
4
2
.
5
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
ﾊ
ﾛ
ｹ
ﾞ
ﾝ
灯

電
灯

4
0
0
W

4
0
0
W

3
0
0
W

2
0
個

2
0
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

7
0
0
脚
 

 
な

し
有
 

土
足
禁
止
 

貼
紙
禁
止
 

床
ﾃ
ｰﾌ

ﾟ貼
禁
止
 

（
中

学
校

）
 

1
 

宮
崎
 

体
育
館

1
0
5
3
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

2
4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

9
0
0
脚
 

 
な

し
 

有
 

土
足
禁
止
 

2
 

野
川
 

体
育
館

7
2
6
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

電
灯

4
0
0
W

5
0
0
W

1
5
個

6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

1
脚

7
0
0
脚
 

 
な

し
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
3
本

 
土
足
禁
止
 

3
 

有
馬
 

体
育
館

8
9
0
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
蛍

光
灯

4
0
0
W

4
0
0
W

1
2
個

6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

5
0
0
脚
 

 
な

し
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
5
本

 

土
足
厳
禁
 

飲
食
厳
禁
 

貼
紙
禁
止
 

床
ﾃ
ｰﾌ

ﾟ貼
禁
止
 

4
 

宮
前

平
 

体
育
館

6
9
3
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

蛍
光

灯
4
0
0
W

4
0
0
W

2
1
個

6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

8
5
0
脚
 

 
舞

台
脇

有
 

ﾜｲ
ﾔﾚ

ｽﾏ
ｲｸ

3
本
(
ｽ
ﾀ
ﾝ

ﾄ
ﾞ
3
､
内

卓
上

1
)
 

土
足
禁
止
 

5
 

向
丘
 

体
育
館

9
3
9
.
2
8

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

電
灯

4
0
0
W

1
0
0
W

2
0
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

7
5
0
脚
 

 
な

し
 

有
 

土
足
禁
止
 

飲
食
禁
止
 

6
 

菅
生
 

体
育
館

9
6
0
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

5
0
0
W

2
4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

7
0
0
脚
 

体
育
館
内
ﾐ
ｰ
ﾃ
ｨ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾑ
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 
 
 
 
4
脚

い
す
 
 

 
1
0
脚

有
 

土
足
禁
止
 

貼
紙
注
意
 

7
 

犬
蔵
 

体
育
館

6
9
1
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
 
4
0
0
W
 
1
2
個

 
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

1
0
脚

5
0
0
脚
 

舞
台
脇
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 
 
 
 
1
脚

い
す
 
 

 
1
0
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土
足
禁
止
 

（
シ
ー
ト
有
）
 

8
 

平
 

体
育
館

7
2
0
.
0
0

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

電
灯

4
0
0
W

5
0
0
W

2
0
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

5
0
0
脚
 

 
な

し
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
3
本

 

土
足
禁
止
 

貼
紙
禁
止
 

飲
食
禁
止
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宮
前

区
3
 

（
公

民
館

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 
日

 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何

個

電
 

灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

何
脚

 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い

す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 
間

1
 

宮
前
 

市
民

館
 

ﾎ
ｰ
ﾙ
 

1
0
5
0
.
0
0
 

午
前
 

1
5
,
8
6
2
 

午
後
 

1
8
,
2
8
2
 

 

夜
間

 

2
5
,
3
2
2

午
前

 

1
7
,
3
1
4

午
後

 

2
0
,
2
1
8

夜
間

 

2
8
,
6
6
6

ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾀ
ﾞ
-
ﾗ
ｲ
ﾄ
 

 
 

2
列

ｼ
ｰ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾄ
 

 
 

1
列

ﾌ
ﾛ
ﾝ
ﾄ
ｻ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ｽ
ﾎ
ﾟ
ｯ
ﾄ
ﾗ
ｲ
ﾄ

 
 

 
 

 
１

式

演
 
壇

  

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

有
 

4
脚

1
5
脚

9
0
0
脚
 

第
1
～
第

3
楽
 

屋
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

受
付
用
 

テ
ー
ブ
ル

2
脚

 

い
 

 
す

6
脚

 

2
 

宮
前
 

市
民

館
 

菅
生

分
館
 

集
会
室

1
0
0
.
0
0

午
前
 

1
,
7
6
0
 

午
後
 

2
,
0
9
0
 

2
,
7
5
0
 

午
前

 

2
,
1
1
2
 

午
後

 

2
,
5
0
8
 

夜
間

 

3
,
3
0
0
 

部
屋

全
体

照
明

 
演

 
壇

 
無

 
1
0
0
脚
 

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
 

（
指

定
施

設
）

 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 
日

 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何
個

電
 

灯

何
W
何
個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

何
脚

 

い
す

何
脚

 

聴
衆
席
 

(
い

す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 
間

1
 

有
馬
・
野
川
 

生
涯

学
習

 
支

援
施

設
 

（
ｱ
ﾘ
ｰ
ﾉ
）

 

集
会

室
1
9
9
.
9
6

午
 

前
 

2
,
6
4
0
 

午
 

後
 

3
,
7
4
0
 

4
,
8
4
0
 

午
前

 

3
,
1
6
0
 

午
後

 

4
,
4
8
0
 

夜
間

 

5
,
8
0
0
 

蛍
光

灯

ｽ
ﾎ
ﾟ
ｯ
ﾄ
ﾗ
ｲ
ﾄ

1
7
7
W

7
5
0
W

3
0
個

4
個

演
 
壇

  

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

有
 

2
脚

4
脚

2
0
0
脚
 

 
 

な
 

 
 

し
 

 
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
3
本
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多 摩 区 告 示

川崎市多摩区告示第１号

　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第119条第

２項の規定による個人演説会の開催のための施設の設備

の程度その他必要な事項及び同令第121条の規定による

公職の候補者等が納付すべき費用の額は、次のとおりで

す。

　　平成29年10月５日

 川崎市多摩区長　石　本　孝　弘　　
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個
人

演
説

会
会

場
一

覧
表

 
（

 
公

 
営

 
施

 
設

 
）

 
 

平
成

2
9
年

9
月

 
    

川
崎

市
多

摩
区

選
挙

管
理

委
員

会
 

 
※

休
日

と
は

、
土

曜
日

・
日

曜
日

・
祝

祭
日

で
す

。
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多
摩

区
1
 

（
小

学
校

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 
 
備

 
 
の

 
 
程

 
 
度

 
 

そ
 

 
の
 

 
他
 

 
必
 

 
要
 

 
な
 

 
事
 

 
項
 

平
 
 
 
日

 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯
何

W
何

個
電

 
灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ

ﾌ
ﾞ

ﾙ
何

脚
い

す
何

脚

聴
衆
席
 

(
い

す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 
間

1
 

稲
田
 

体
育

館
8
6
6
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

4
0
0
W

2
2
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

 
舞

台
袖

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土
足
禁
止
 

2
 

長
尾
 

体
育

館
4
5
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
白

熱
灯

4
0
0
W

4
0
0
W

6
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
0
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土
足
禁
止
 

3
 

宿
河

原
 

体
育

館
4
7
0
.
8
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
電

灯
5
0
0
W

4
0
0
W

6
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

5
脚

4
0
0
脚

放
送
室
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

5
脚

有
 

土
足
禁
止
 

4
 

登
戸
 

体
育

館
7
4
3
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

電
灯

4
0
0
W

2
2
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

 
な

し
有

 
土
足
禁
止
 

5
 

中
野

島
 

ｱ
ﾘ
ｰ
ﾅ
 

9
0
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
ﾅ
ﾄ
ﾘ
ｳ
ﾑ
灯

5
0
0
W

5
0
0
W

1
0
個

1
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

6
0
0
脚

 
な

し
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足

禁
止

・
禁

煙
 

貼
紙

は
養

生
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾟ
を

使
用

.
画

鋲
禁

止
 

6
 

下
布

田
 

体
育

館
5
5
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

蛍
光

灯

電
灯

4
0
W

4
0
0
W

1
2
個

1
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
5
0
脚

 
な

し
有

 
土
足
禁
止
 

男
女

別
ﾄ
ｲ
ﾚ
あ

り
 

7
 

東
菅
 

体
育

館
6
1
1
.
9
5
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

ﾅ
ﾄ
ﾘ
ｳ
ﾑ
灯

4
0
0
W

2
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

5
0
0
脚

 
あ

り
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足
禁
止
 

貼
紙
禁
止

 

8
 

菅
 

体
育

館
5
7
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

残
置

灯

4
0
0
W

5
0
0
W

1
8
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

6
0
0
脚

 
な

し
有

 
土
足
禁
止
 

9
 

東
生

田
 

体
育

館
6
7
7
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

2
4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

2
5
0
脚

ﾐ
ｰ
ﾃ
ｨ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾑ
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

2
脚

4
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土
足
禁
止
 

1
0
 

三
田
 

 
体
育
館
改
修

工
事
の
た
め

使
用
不
可
 

1
1
 

生
田
 

体
育

館
7
8
5
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
8
0
0
W

1
6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

5
0
0
脚

ス
テ
ー
ジ
（
上
手
、
下
手
）

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足
禁
止
 

禁
 

煙
 

 
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

1
脚

1
2
 

南
生

田
 

体
育

館
7
8
5
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
 

1
5
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

３
脚

2
0
脚

4
0
0
脚

体
育
館
の
舞
台
袖

2
階

 
有
 

土
足
禁
止
 

（
放
送
室
）

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

3
脚

1
3
 

南
菅
 

体
育

館
4
1
9
.
4
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

L
E

D
1
1
0
形

3
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
0
脚

5
0
0
脚

体
育

館

放
送

室

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

3
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
3
本

 
土
足
禁
止
 

1
4
 

西
菅
 

体
育

館
9
9
8
.
7
5
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

2
4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

 
 
 
6
0
0
脚

 
な

し
 

有
 

土
足
禁
止
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多
摩

区
2
 

（
中

学
校

）
 

施
設
の
名
称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ
 
 
の
 
 
他
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
事
 
 
項
 

平
 
 
 
日

 

休
 
日

照
明

蛍
光

灯

何
W
何

個

電
 

灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

何
脚

 

い
す

何
脚
 

聴
衆
席
 

(
い

す
何
脚
)

弁
士
控
室

場
所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声
機
 

(
有
・
無
)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 
間

1
 

稲
田
 

格
技

室
3
1
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

Ｌ
Ｅ

Ｄ
1
0
0
W

6
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

1
脚

1
脚

な
 

し
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚
 

1
脚
 

な
し
 

土
足
禁
止
 

2
 

枡
形
 

体
育

館
9
6
3
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

 

電
灯

4
0
0
W

1
0
0
W

5
0
0
W

2
4
個

2
7
個

8
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
0
0
脚

 
な

し
有

 
ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土
足
禁
止
 

3
 

中
野

島
 

 
体
育
館
改
修
工
事

の
た
め
使
用
不
可
 

4
 

菅
 

体
育

館
6
9
1
.
0
3
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
 
 
 
 
 
1
2
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

舞
台
袖
 

い
す
 

１
脚
 

有
 

貼
紙
禁
止
 

土
足
禁
止
 

5
 

生
田
 

体
育

館
8
8
8
.
9
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

蛍
光

灯

電
灯

4
0
W

4
0
0
W

4
個

2
4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

6
0
0
脚

体
育

館
控

室
い

す
準

備
す

れ
ば

可

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

 
 

 
1
脚

 
有

 
ｼ
ｰ
ﾄ
を

敷
く

以
外

は
土

足
禁

止
 

6
 

南
生

田
 

体
育

館
5
0
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
5
0
0
W

1
2
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

6
0
0
脚

2
F
放
送
室
 

有
 

土
足

禁
止

 

2
F
放

送
室

は
臨

時

設
置

な
ら

可
能

 

渡
り

廊
下

部
分

も

土
足

禁
止

 

7
 

南
菅
 

体
育

館
9
6
7
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

2
8
個

演
壇

 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ 

い
す

有

1
脚

1
脚

4
0
0
脚

 
な

し
 

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土
足
禁
止
 

  （
公

民
館

）
 

1
 

多
摩
 

市
民

館
 
大
ホ
ー
ル

舞
 

台
 

3
4
9
.
0
0
 

客
 

席
 

6
6
4
.
0
0
 

午
前
 

1
3
,
7
5
0
 

午
後
 

1
6
,
1
7
0
 

2
3
,
2
1
0

午
前

 

1
5
,
2
0
2

午
後

 

1
8
,
1
0
6

夜
間

 

2
6
,
5
5
4

ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾀ
ﾞ
-
ﾗ
ｲ
ﾄ
 

 
 

2
列

ｼ
ｰ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾄ
 

 
 

1
列

 

ﾌ
ﾛ
ﾝ
ﾄ
ｻ
ｲ
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾄ
 
 
1
式

 

演
 
壇

  

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

有
 

5
脚

2
0
脚

9
0
6
脚

 
楽

屋
有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本
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麻 生 区 告 示

川崎市麻生区区告示第２号

　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第119条第

２項の規定による個人演説会の開催のための施設の設備

の程度その他必要な事項及び同令第121条の規定による

公職の候補者等が納付すべき費用の額は、次のとおりで

す。

　　平成29年10月５日

 川崎市麻生区長　北　沢　仁　美　　
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麻
生

区
1
 

（
小

学
校

）
 

施
設

の
名

称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ

 
 

の
 

 
他

 
 

必
 

 
要

 
 

な
 

 
事

 
 

項
 

平
 
 
 

日
 

休
 

日
照

明

蛍
光

灯
何

W
何

個
電

 
灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ

ﾌ
ﾞ

ﾙ
何

脚
い

す
何

脚

聴
衆

席
 

(
い
す

何
脚

)
弁

士
控

室
場

所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声

機
 

(
有

・
無

)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 

間

1
 

長
沢

 
体

育
館

5
5
2
.
3
4
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
 

4
0
0
W

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
5
0
脚

ｽ
ﾃ
ｰ
ｼ
ﾞ
横

 
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

1
脚

適
宜

準
備

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土

足
禁

止
 

ﾊ
ﾞ
ﾗ
ｽ
ﾄ
ﾚ
ｽ
灯

5
0
0
W

6
個

2
 

西
生

田
 

体
育

館
7
2
1
.
0
5
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

2
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

6
0
0
脚

Ｐ
Ｔ

Ａ
会

議
室

 
有

 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

貼
紙

禁
止

 

土
足

禁
止

 

西
門

の
み

使

用
（

車
は

2
台

駐
車

可
）

 
電

灯
5
0
0
W

４
個

 
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

4
脚

1
5
脚

3
 

千
代

ヶ
丘

 
体

育
館

5
9
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

Ｌ
Ｅ

Ｄ
 

1
5
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
0
0
脚

ﾌ
ﾟ
ﾚ
ｲ
ﾙ
ｰ
ﾑ
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

3
0
脚

6
0
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足

厳
禁

 

貼
紙

注
意
（

養

生
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾟ
の

み
）
 

4
 

金
程

 
体

育
館

8
7
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

水
銀

灯

4
0
0
W

2
2
0
W

2
0
個

2
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

6
0
0
脚

会
議

室
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
 

 
す

1
0
脚

1
0
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

ﾄ
ｲ
ﾚ
男

女
障

各
1
 

土
足

厳
禁

 

5
 

麻
生

 
体

育
館

4
5
3
.
6
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀
灯

1
,
0
0
0
ﾙ
ｸ
ｽ
1
2
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

 
な

し
有

 

ﾏ
ｲ
ｸ
4
本

 

土
足

禁
止

 

貼
紙

禁
止

 

施
錠

確
認

 

6
 

百
合

丘
 

体
育

館
6
7
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

L
E

D
8
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

 

1
脚

3
0
0
脚

ホ
ー

ム
ベ

ー
ス

 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

2
脚

6
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

照
明

は
十

分
な

明
る

さ
 

土
足

禁
止

 

貼
紙

禁
止

 

7
 

南
百

合
丘

 
体

育
館

 
体

育
館

 

改
修

工
事

 

8
 

東
柿

生
 
体

育
館

6
9
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

ﾏ
ﾙ
ﾁ
ﾊ
ﾛ
ｹ
ﾞ
ﾝ
灯

ﾊ
ﾛ
ｹ
ﾞ
ﾝ
灯

高
圧

ﾅ
ﾄ
ﾘ
ｳ
ﾑ
灯

2
2
0
W

5
0
0
W

4
0
0
W

2
0
個

4
個

2
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

7
0
0
脚

ﾐ
ｰ
ﾃ
ｨ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾑ
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

1
脚

2
0
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土

足
禁

止
 

9
 

真
福

寺
 

体
育

館
6
4
6
.
3
1
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

電
灯

4
0
0
W

5
0
0
W

1
0
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

大
1
脚

小
1
脚

6
0
0
脚

家
庭

科
室

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

6
脚

5
0
脚

有
 

土
足

禁
止

 
貼

紙
注

意
 

施
錠

確
認

 

1
0
 

虹
ケ

丘
 

体
育

館
5
5
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
5
0
0
W

6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

4
0
0
脚

 
な

し
有

 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

土
足

禁
止

 

貼
紙

禁
止

 
水

銀
灯

4
0
0
W

4
個

1
1
 

王
禅

寺

中
央

 
体

育
館

6
7
2
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
4
0
0
W

2
0
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

5
0
0
脚

体
育

館
内

小
部

屋
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

4
脚

1
2
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

貼
紙

禁
止

 

土
足

禁
止
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 麻
生

区
2
 

（
小

学
校

）
 

施
設

の
名

称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ

 
 

の
 

 
他

 
 

必
 

 
要

 
 

な
 

 
事

 
 

項
 

平
 
 
 
日

 

休
 

日
照

明

蛍
光

灯
何

W
何

個
電

 
灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ

ﾌ
ﾞ

ﾙ
何

脚
い

す
何

脚

聴
衆

席
 

(
い
す

何
脚

)
弁

士
控

室
場

所
・

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声

機
 

(
有

・
無

)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 

間

1
2
 

柿
生

 
体

育
館

9
3
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯

補
助

灯

4
0
0
W

2
0
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

必
要

数

必
要

数
6
0
0
脚

体
育

館
隣

接
2
階

ﾐ
ｰ
ﾃ

ｨ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾑ
 

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

い
す

 
必

要
数

 
必

要
数

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

特
別

活
動

室

(
約

1
2
0
㎡

)
も

使
用

可
能

 

1
3
 

岡
上

 
体

育
館

7
5
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

ﾏ
ﾙ
ﾁ
ﾊ
ﾛ
ｹ
ﾞ
ﾝ
灯

水
銀

灯
4
0
0
W

2
7
0
W
1
6
個

1
6
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

1
脚

6
0
0
脚

 
舞

台
袖

有
 

必
要

あ
れ

ば
ﾏ

ｲ
ｸ
の

用
意

可
 

1
4
 

片
平

 
体

育
館

 
 

体
育

館
 

改
修

工
事

 

1
5
 

栗
木

台
 

体
育

館
5
6
0
.
0
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

水
銀

灯
電

灯
4
0
0
W

5
0
0
W

1
2
個

4
個

ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

い
す

 

4
脚

1
2
脚

5
0
0
脚

 
な

し
有

 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 
土

足
禁

止
 

1
6
 

は
る

ひ
野

 
多

目
的

ﾎ
ｰ
ﾙ

2
4
0
7
.
2
0
2
 

8
,
4
4
8
 

2
7
,
3
8
9

2
8
,
8
9
6

蛍
光

灯
3
2
W

1
18

個
な

し
 

2
0
0
脚

第
2

 

音
楽

室
 

い
す

4
0
脚

有
 

ﾏ
ｲ
ｸ
2
本

 

貼
紙

禁
止

 

開
放

用
玄

関
か

ら
入

る
こ

と
、
使

用
後

、
現

状
復

帰

す
る

こ
と

。
 

多
目

的
ホ

ー
ル

の
実

使
用

面
積

は
、
ラ

ン
チ

配
膳

ス
ペ

ー
ス

の
た

め
、
3
8
6.

2
0
2
㎡
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麻
生

区
3
 

（
中

学
校

）
 

施
設

の
名

称
 

設
備

を
す

る
箇

所

同
左
の

面
積

(
㎡
)
 

納
付
す
べ
き

費
用

の
額

(
円

)
 

設
 

 
備

 
 

の
 

 
程

 
 

度
 

 
そ

 
 

の
 

 
他

 
 

必
 

 
要

 
 

な
 

 
事

 
 

項
 

平
 
 
 
日

 

休
 

日
照

明

蛍
光

灯
何

W
何

個
電

 
灯

何
W
何

個

演
壇

ﾃ
ｰ

ﾌ
ﾞ

ﾙ
何

脚
い

す
何

脚

聴
衆

席
 

(
い

す
何

脚
)

弁
士

控
室

場
所

・
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ

何
脚

い
す

何
脚

拡
声

機
 

(
有

・
無

)
 

そ
の

他
 

昼
 

間
 

夜
 

間

1
 

西
生

田
 

体
育

館
6
5
0
 

8
,
4
4
8
 

2
7
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川崎区選挙管理委員会告示

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第６号

　川崎市川崎区選挙管理委員会の委員長及び委員長職務

代理者に異動があり、新たに就任した者の氏名及び住所

は次のとおりです。

　　平成29年10月１日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　

職　　　　　名 氏　　名 住所

委　　員　　長

委員長職務代理者

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第７号

　平成29年９月１日現在調べにより調製した神奈川海区

漁業調整委員会委員選挙人名簿を、漁業法（昭和24年法

律第267号）第89条第５項の規定により、次のとおり縦

覧に供します。

　　平成29年10月１日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長名　宮　原　春　夫　　　

１ 　縦覧場所

　　川崎市川崎区東田町８番地

　　川崎市川崎区役所７階　総務課内

　　川崎市川崎区選挙管理委員会事務室

２ 　縦覧期間

　　平成29年10月20日から同年11月３日まで

３ 　縦覧時間

　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第８号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における、川崎

市ポスター掲示場の設置に関する条例（昭和57年川崎市

条例第54号）第１条の規定によるポスター掲示場を設置

した場所は、次のとおりです。

　　平成29年10月７日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　
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川崎市長選挙

川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙

開票区名 投票区数 ポスター掲示場設置総数

川崎区 ２９ ２２９

℡０４４(２０１)３１２５

　※ポスター掲示場の設置場所によってはポスターを貼る際に脚立等が必要となる場合
　　がありますので予めご承知おきください。

  平成２９年１０月２２日執行

ポスター掲示場設置場所一覧表

川崎市川崎区選挙管理委員会
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区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１－１ 砂子１丁目９番地３　　市役所第２庁舎市役所通側玄関左側植込み

１－２ 東田町８番地　　　　　川崎区総合庁舎前歩道ガードレール

１－３ 宮本町３番地３　　　　市役所第４庁舎玄関右側植込み

１－４ 本町２丁目２番地　　　グランイーグルウイング川崎前ガードレール

１－５ 駅前本町８番地　　　　川崎ダイス北側ガードレール

１－６ 砂子２丁目11番地　　　川崎信用金庫本店西側歩道植込み右端

１－７ 本町１丁目１番地６　　東町公園北側鉄柵

１－８ 東田町11番地１　　　　ｴﾝｾﾞﾙ川崎ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ前歩道植込み

２－１ 宮前町８番13号　　　　宮前小学校南側フェンス

２－２ 新川通12番１号　　　　市立川崎病院北側フェンス左端

２－３ 境町９番８号　　　　　川崎境町ハイツ前歩道植込み

２－４ 富士見２丁目５番11号　ヌーベルメゾン前歩道植込み

２－５ 宮前町８番13号　　　　宮前小学校東側フェンス

２－６ 富士見１丁目１番６号　川崎球場交差点北側歩道植込み

２－７ 新川通12番１号　　　　市立川崎病院南側フェンス左端

２－８ 富士見１丁目１番　　　富士見公園テニスコート北側フェンス

３－１ 旭町１丁目８番５号　　旭町一丁目公園北側植込み右端

３－２ 港町12番１号　　　　　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ川崎港町店東側緑地帯植込み

３－３ 旭町２丁目４番　　　　天台宗医王寺前歩道植込み

１

２

3

川
　
　
　
　
　
　
　
崎
　
　
　
　
　
　
　
区
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区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

３－４ 旭町２丁目２番１号　　旭町小学校西側フェンス

３－５ 旭町２丁目14番８号　　旭町公園南側鉄柵

３－６ 中島１丁目５番　　　　エレンシア川崎前歩道植込み

３－７ 中島２丁目15番２号　　中島公園西側石柵

３－８ 中島３丁目３番１号　　市立川崎高等学校北側フェンス

４－１ 小川町５番地13　　　　メガネドラック川崎店前歩道植込み

４－２ 日進町１番地１　　　　ルフロン前広場東側植込み

４－３ 日進町１番地　　　　　太田総合病院前歩道植込み

４－４ 元木２丁目６番18号　　日輸工業㈱京浜支店ブロック塀

４－５ 日進町20番地１　　　　川崎小学校正門右側フェンス

４－６ 日進町20番地１　　　　川崎小学校西側フェンス

４－７ 日進町８番地14　　　　上並木公園南東側植込み

４－８ 南町９番地13　　　　　ローソン川崎南町店前歩道植込み

４－９ 日進町23番地23　　　　日進町中央公園西側植込み

５－１ 下並木33番地　　　　　中山方ブロック塀

５－２ 池田１丁目13番１号　　池田町公園西側フェンス

５－３ 下並木50番地　　　　　川崎中学校正門右側フェンス

５－４ 堤根34　　　　　　　　サン機工株式会社東側フェンス

５－５ 池田１丁目５番１号　　池田西公園東側フェンス

４

3
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区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

５－６ 池田１丁目４番17号　　入口左側ブロック塀

５－７ 堤根37番地　　　　　　昭和薬品工業(株)入口左側コンクリート塀

６－１ 池田２丁目６番18号　　小栗方フェンス

６－２ 京町１丁目１番４号　　京町小学校北側フェンス

６－３ 京町１丁目１番４号　　京町小学校東側フェンス

６－４ 京町１丁目12番９号　　京町第３公園南側フェンス

６－５ 渡田山王町11番15号　　藤本方ブロック塀

６－６ 渡田山王町22番６号　　県立川崎高等学校正門左側フェンス

６－７ 渡田山王町25番18号　　渡田山王町第２公園西側フェンス

６－８ 渡田山王町13番　　　　渡田山王町公園北側植込み

７－１ 渡田新町１丁目５番１号　　渡田新町公園北側植込み左端

７－２ 渡田新町１丁目５番１号　　渡田新町公園西側植込み中央

７－３ 渡田新町３丁目４番５号　　新町児童公園北側鉄柵

７－４ 渡田新町３丁目15番１号　　新町小学校東側フェンス

７－５ 渡田新町３丁目15番１号　　新町小学校北側フェンス

７－６ 渡田４丁目12番　　　　　　天飛公園南側植込み

７－７ 渡田３丁目６番１号　　　　向町公園南側植込み中央

７－８ 渡田３丁目12番３号　　　　江戸屋酒店駐車場ブロック塀

８ ８－１ 渡田向町11番１号　　　　　渡田中学校正門右側フェンス

5
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区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

８－２ 渡田向町11番１号　　　渡田中学校南門左側フェンス

８－３ 渡田向町８番16号　　　㈱昭和電機製作所ブロック塀

８－４ 貝塚１丁目８番７号　　貝塚公園南側石柵

８－５ 貝塚２丁目17番１号　　渡田第２公園北側鉄柵

８－６ 渡田向町11番１号　　　渡田中学校北門右側フェンス

８－７ 貝塚２丁目２番４号　　晴レル家前歩道植込み

９－１ 渡田１丁目15番５号　　渡田こども文化センター入口左側フェンス

９－２ 渡田２丁目20番19号　　田口方ブロック塀

９－３ 渡田東町５番１号　　　渡田第１公園南側石柵

９－４ 大島上町10番11号　　　伊藤方フェンス

９－５ 渡田１丁目20番１号　　田島小学校西側フェンス

９－６ 渡田１丁目20番１号　　田島小学校東側フェンス

９－７ 大島上町６番７号　　　田島公園南側石柵

９－８ 大島上町22番11号　　　渡田保育園仮園舎跡地前歩道植込み

１０－１ 大島２丁目９番１号　　大島第４公園東側フェンス

１０－２ 大島２丁目１番４号　　セレモニア川崎会堂立体駐車場前歩道植込み

１０－３ 大島１丁目25番10号　　道路公園センター入口左側フェンス

１０－４ 大島４丁目５番１号　　リブレ川崎前歩道植込み

１０－５ 大島４丁目４番１号　　大島４丁目歩道橋下ガードレール

８

１０
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川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日

－55－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１０－６ 大島４丁目17番１号　　向小学校南側フェンス

１０－７ 大島４丁目17番１号　　向小学校西側フェンス

１１－１ 大島５丁目９番６号　　大島第１公園東側植込み

１１－２ 大島５丁目25番１号　　東大島小学校南側フェンス

１１－３ 大島５丁目25番１号　　東大島小学校西側フェンス

１１－４ 大島３丁目33番３号　　和泉荘前歩道植込み

１１－５ 大島３丁目31番１号　　大島第３公園東側フェンス

１１－６ 大島３丁目５番３号　　青木方北側ブロック塀

１１－７ 大島５丁目23番１号　　大島第２公園南側石柵

１２－１ 小田１丁目２番20号　　辻方ブロック塀

１２－２ 小田１丁目22番１号　　小田一丁目中央公園北側フェンス

１２－３ 小田２丁目14番７号　　日枝大神社北側石柵

１２－４ 小田２丁目９番３号　　並木方ブロック塀

１２－５ 小田２丁目８番19号　　富永方フェンス

１２－６ 京町２丁目24番８号　　京町雨水滞水池管理棟北側フェンス

１２－７ 小田２丁目21番７号　　田島中学校東側フェンス

１２－８ 小田２丁目21番７号　　田島中学校北側フェンス

１３－１ 小田５丁目11番20号　　東小田小学校西側フェンス

１３－２ 小田５丁目14番１号　　東小田保育園北側フェンス

１１

１２

１３
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（号外第４号）平成29年(2017年)10月20日 川 崎 市 公 報

－56－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１３－３ 小田７丁目３番１号　　川崎市南部防災センター西側植込み

１３－４ 小田６丁目11番５号　　畑方駐車場ブロック塀

１３－５ 小田５丁目25番８号　　小田双葉幼稚園東側ブロック塀

１３－６ 小田５丁目１３番1号　 東小田公園東側石柵

１３－７ 小田７丁目３番４号　　小田７丁目公園西側フェンス

１３－８ 小田７丁目３番４１号　川崎消防署小田出張所玄関前植込み

１４－１ 小田３丁目９番25号　　荒井方ブロック塀

１４－２ 小田３丁目１５番１４号　小田３丁目公園北側植込み

１４－３ 小田３丁目17番15号　　又村商店（燃料）ブロック塀

１４－４ 小田４丁目12番24号　　小田小学校東側植込み

１４－５ 小田４丁目12番24号　　小田小学校西側植込み

１４－６ 小田４丁目20番38号　　小田公園南側フェンス

１４－７ 小田４丁目20番38号　　小田公園西側入口右側植込み

１４－８ 京町３丁目12番１号　　京町耐火Ｂ市営住宅東側フェンス

１５－１ 浅田４丁目13番６号　　浅田町公園西側植込み

１５－２ 浅田３丁目１番６号　　昭和石油浅田給油所出口標識横ガードレール

１５－３ 浅田３丁目15番17号　　浅田市営住宅東側フェンス左端

１５－４ 浅田４丁目６番　　　　浅田なかよし公園南側フェンス

１５－５ 浅田３丁目19番３号　　ローソン川崎浅田三丁目店裏側フェンス

１５－６ 浅田２丁目11番21号　　浅田小学校南側ブロック塀

１４
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川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日

－57－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１５－７ 浅田２丁目11番21号　　　浅田小学校西側万年塀

１５－８ 浅田３丁目７番10号　　　浅田こども文化センター正面フェンス

１５－９ 小田６丁目８番　　　　　小田川公園北側フェンス

１６－１ 小田栄１丁目４番１号　　新町緑地（山田宅前）植込み

１６－２ 小田栄１丁目８番11号　　小田栄公園東側左側植込み

１６－３ 小田栄１丁目14番10号　　畑方ブロック塀

１６－４ 小田栄２丁目２番　　　　田島町歩道橋下ガードレール

１６－５ 田島町14番１号　　　　　渡田小学校西側フェンス

１６－６ 田島町３番１号　　　　　田島市営住宅北側フェンス

１６－７ 田島町15番４号　　　　　田島ふれあい公園西側植込み

１６－８ 小田栄２丁目１番　　　　小田栄２丁目公園入口右側植込み

１７－１ 鋼管通２丁目３番７号　　田島支所東側植込み

１７－２ 浜町２丁目19番18号　  　山本方フェンス

１７－３ 鋼管通２丁目３番７号　　田島支所南側フェンス

１７－４ 鋼管通１丁目８番１号　　東渡田第二公園北側植込み

１７－５ 鋼管通４丁目５番22号　　鋼管通三丁目バス停脇ガードレール

１７－６ 鋼管通３丁目12番１号　　姥ケ森公園西側植込み

１７－７ 浜町２丁目11番22号　　　臨港中学校西側バス停前フェンス

１７－８ 浜町２丁目11番22号　　　臨港中学校北側フェンス
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（号外第４号）平成29年(2017年)10月20日 川 崎 市 公 報

－58－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１８－１ 浜町１丁目５番１号　  大島小学校西側フェンス

１８－２ 浜町１丁目５番１号　　大島小学校北側ブロック塀

１８－３ 浜町１丁目18番３号　　曹洞宗観音寺東側フェンス

１８－４ 浜町４丁目13番　　　　東天閣駐車場入口右側ブロック塀

１８－５ 追分町７番１号　　　　大島第５公園東側鉄柵

１８－６ 扇町10番　　　　　　　三協興産㈱前歩道ガードレール

１８－７ 浜町４丁目４番１号　　浜川崎公園南側鉄柵

１８－８ 浜町４丁目17番11号　　大島ポンプ場北側万年塀

１９－１ 桜本１丁目３番17号　　内山方万年塀

１９－２ 桜本１丁目14番３号　　桜川公園北側フェンス

１９－３ 桜本１丁目14番３号　　桜川公園南側入口左側鉄柵

１９－４ 池上町９番　　　　　　産業道路歩道植込み

１９－５ 桜本２丁目39番１号　　桜本市営住宅北側フェンス

１９－６ 桜本１丁目９番15号　　さくら小学校北門植込み

１９－７ 桜本１丁目９番15号　　さくら小学校西側フェンス

１９－８ 桜本１丁目９番15号　　さくら小学校東側フェンス

２０－１ 藤崎３丁目２番１号　　藤崎小学校正門左側フェンス

２０－２ 観音１丁目10番13号　　観音町第２公園北側フェンス

２０－３ 観音１丁目２番７号　　高橋方ブロック塀

１９

１８

２０
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川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日

－59－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

２０－４ 観音１丁目16番15号　　中山方ブロック塀

２０－５ 観音２丁目22番10号　　須山方ブロック塀

２０－６ 観音２丁目５番25号　　石川方ブロック塀

２０－７ 観音２丁目16番１号　　観音町公園南側石柵

２１－１ 池上新町１丁目２番11-1号　小澤方フェンス

２１－２ 池上新町２丁目23番１号　　冥加公園東側フェンス

２１－３ 池上新町２丁目19番11号　　伊吾田方ブロック塀

２１－４ 池上新町２丁目13番5号　　近藤方ブロック塀

２１－５ 池上新町２丁目11番16号　　上野方ブロック塀

２１－６ 池上新町１丁目４番１号　　中留公園西側植込み

２１－７ 池上新町１丁目２番４号　　桜本中学校西門コンクリート塀右端

２２－１ 藤崎２丁目11番３号　　藤崎けやき公園南側フェンス

２２－２ 藤崎３丁目２番１号　　藤崎小学校西側フェンス

２２－３ 藤崎２丁目19番１号　　川中島中学校東側フェンス

２２－４ 藤崎２丁目６番１号　　藤崎第三公園北側植込み

２２－５ 藤崎４丁目２番１号　　藤崎第４公園東側植込み

２２－６ 藤崎２丁目19番１号　　川中島中学校西側フェンス

２２－７ 藤崎３丁目７番１号　　臨港消防署藤崎出張所西側フェンス

２２－８ 藤崎１丁目７番１号　　藤崎保育園南側フェンス

２０
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（号外第４号）平成29年(2017年)10月20日 川 崎 市 公 報

－60－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

２３－１ 伊勢町12番１号　　　　  伊勢町第一公園西側植込み

２３－２ 伊勢町21番１号　　　　　伊勢町第二公園西側植込み

２３－３ 川中島１丁目９番９号　　村主方ブロック塀

２３－４ 川中島２丁目４番19号　　川中島小学校東側フェンス

２３－５ 川中島１丁目27番13号　　石井方ブロック塀

２３－６ 川中島２丁目４番19号　　川中島小学校北側フェンス

２３－７ 大師駅前２丁目13番16号　若宮八幡宮東側石塀

２３－８ 大師駅前１丁目６番15号　高橋方ブロック塀

２４－１ 東門前２丁目１番１号　　大師支所西側植込み

２４－２ 昭和２丁目８番14号　　　和泉方フェンス

２４－３ 台町26番12号　　　　　　長島方ブロック塀

２４－４ 東門前２丁目６番１号　　大師小学校西側フェンス

２４－５ 東門前２丁目６番１号　　大師小学校北側フェンス

２４－６ 東門前１丁目７番１号　　東門前公園南側鉄柵

２４－７ 大師本町12番12号　　　　木村方フェンス

２４－８ 大師公園１番　　　　　　大師公園くじら広場（砂場）前植込み

２５－１ 中瀬３丁目１番８号　　　諸井方コンクリート塀

２５－２ 中瀬３丁目５番２号　　　中瀬公園南側植込み

２５－３ 中瀬２丁目８番１号地先　中瀬緑地西側鉄柵

２５

２４

２３
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川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日

－61－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

２５－４ 東門前３丁目４番６号　　東門前小学校正門右側植込み

２５－５ 東門前３丁目４番６号　　東門前小学校東側フェンス

２５－６ 中瀬３丁目20番20号　　　ホームズ川崎大師店西側フェンス

２５－７ 東門前３丁目５番１号　　荒金方ブロック塀

２５－８ 中瀬３丁目20番20号　　　ホームズ川崎大師店東側フェンス

２６－１ 大師河原２丁目１番７号　　大師中学校西側フェンス

２６－２ 田町２丁目８番17号　　　　荒金方ブロック塀

２６－３ 田町２丁目４番　　クロス・ビュー・スクエアアルタイム－Ⅳ前歩道ガードレール

２６－４ 日ノ出２丁目11番１号　　　日ノ出公園北側フェンス

２６－５ 日ノ出１丁目10番１号　　　三進工業㈱北側ブロック塀

２６－６ 出来野８番８号　　　　　　出来野第一公園北側植込み

２６－７ 大師河原２丁目１番７号　　大師中学校南側フェンス

２６－８ 出来野１番15号　　　　　　(有)たいき所有駐車場東側フェンス

２７－１ 四谷上町２４番１号　　南大師中学校正門右側フェンス

２７－２ 四谷上町７番１１号先　セブンイレブン前歩道植込み

２７－３ 四谷上町１番８号　　　岩瀬方左側ブロック塀

２７－４ 四谷上町22番６号　　　四谷上町けやき公園北側フェンス

２７－５ 四谷上町24番１号　　　南大師中学校南門左側フェンス

２７－６ 四谷上町20番８号　　　野口方フェンス
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（号外第４号）平成29年(2017年)10月20日 川 崎 市 公 報

－62－

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

２７ ２７－７ 四谷上町27番８号　　　長島方ブロック塀

２８－１ 塩浜２丁目15番１号　　北ノ崎公園東側バス停右側鉄柵

２８－２ 塩浜２丁目７番10号　　塩浜町内会事務所前ブロック塀

２８－３ 四谷下町15番１号　　　四谷ゆめ公園東側植込み

２８－４ 四谷下町15番１号　　　四谷ゆめ公園北側植込み

２８－５ 四谷下町４番１号　　　四谷小学校南側フェンス

２８－６ 四谷下町４番１号　　　四谷小学校北側フェンス

２８－７ 塩浜１丁目４番１号　　塩浜町公園南側植込み

２８－８ 塩浜１丁目11番16号　　中島方ブロック塀

２８－９ 塩浜１丁目14番15号　　川島方ブロック塀

２９－１ 江川１丁目７番１号　　江川ふれあい公園北側石柵

２９－２ 殿町１丁目12番11号　　小島方ブロック塀

２９－３ 殿町１丁目７番９号　　高橋方ブロック塀

２９－４ 殿町１丁目17番19号　　殿町小学校南側フェンス

２９－５ 殿町１丁目18番12号　　殿町小学校プール南側フェンス

２９－６ 江川２丁目８番６号　　かわさき双輪荘南側フェンス

２９－７ 殿町１丁目20番45号　　殿町１丁目公園西側鉄柵

２９－８ 殿町３丁目１番　　　　殿町第３公園南側フェンス

２９－９ 江川２丁目10番    　　江川はなみずき公園西側フェンス
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川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日
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川崎市川崎区選挙管理委員会告示第９号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における期日前

投票所を設ける場所を、公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第48条の２第６項において読み替えて準用する

同法第39条の規定により、次のとおり指定しました。

　　平成29年10月８日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　

施設の名称 所　在　地 設置期間

川崎市川崎区役所

７階第４会議室

川崎市川崎区東田町

８番地

10月９日から

10月21日まで

川崎市川崎区役所

大師支所

２階第１・２会議室

川崎市川崎区東門前

２丁目１番１号

川崎市川崎区役所

田島支所

３階会議室

川崎市川崎区鋼管通

２丁目３番７号

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第10号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における期日前

投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票管理者に事

故があり、又は欠けた場合においてその職務を代理すべ

き者を、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第48条の

２第５項において読み替えて適用する同法第37条第２項

及び公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第49条の

７において読み替えて適用する同令第24条第１項の規定

により、次のとおり選任しました。

　　平成29年10月８日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第11号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における公職選

挙法（昭和25年法律第100号）第49条第１項及び第270条

の２第１項の規定による不在者投票の事務を取り扱う場

所、期間及び時間は、次のとおりとします。

　　平成29年10月８日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　

１ 　川崎市川崎区役所内　 川崎市川崎区選挙管理委員会

事務室

　⑴ 　所　在　地　　川崎市川崎区東田町８番地

　⑵ 　事務取扱期間　 平成29年10月９日から同年10月21

日まで



川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日

－67－

　⑶ 　事務取扱時間　午前８時30分から午後８時まで

２ 　川崎市川崎区役所（大師支所）

　⑴ 　所　在　地　　川崎市川崎区東門前２丁目１番１号

　⑵ 　事務取扱期間　 平成29年10月９日から同年10月21

日まで

　⑶ 　事務取扱時間　午前８時30分から午後８時まで

３ 　川崎市川崎区役所（田島支所）

　⑴ 　所　在　地　　川崎市川崎区鋼管通２丁目３番７号

　⑵ 　事務取扱期間　 平成29年10月９日から同年10月21

日まで

　⑶ 　事務取扱時間　午前８時30分から午後８時まで

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第12号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における、公職

選挙法（昭和25年法律第100号）第175条第２項に規定す

る期日前投票所及び不在者投票管理者の管理する投票記

載場所の氏名等の掲示並びに同条第１項に規定する選挙

当日の投票記載場所の氏名等の掲示の同条第３項本文及

び同条第５項の規定による掲載順序を定めるくじを行う

場所及び日時は、次のとおりです。

　　平成29年10月８日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　

１ 　場所

　　川崎市川崎区東田町８番地

　　川崎市川崎区役所７会議室

２ 　日時

　　平成29年10月８日　午後５時30分

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第13号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における、公職

選挙法（昭和25年法律第100号）第62条第２項又は第４

項の規定による、川崎市川崎区開票区の開票立会人とな

るべき者を定めるくじを行う場所及び日時は、次のとお

りです。

　　平成29年10月８日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　

１ 　場所

　　川崎市川崎区東田町８番地

　　川崎市川崎区役所　７階会議室

２ 　日時

　　平成29年10月19日　午後５時30分

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第14号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における川崎市

川崎区開票区の開票の場所及び日時を、公職選挙法（昭

和25年法律第100号）第63条及び第65条の規定により、

次のとおり定めました。

　　平成29年10月８日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　

１ 　場　所　　川崎市川崎区富士見１丁目１番４号

　　　　　　　川崎市スポーツ・文化総合センター

　　　　　　　大体育室

２ 　日　時　　平成29年10月22日　午後９時20分

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第15号

　平成29年10月22日執行の川崎市長選挙における開票管

理者及び開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠

けた場合において、その職務を代理すべき者を、公職選

挙法（昭和25年法律第100号）第61条第２項及び公職選

挙法施行令（昭和25年政令第89号）第67条第１項の規定

により、次のとおり選任しました。

　　平成29年10月８日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　

川崎市川崎区開票区

１ 　開票管理者

　　

　　

２ 　開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた

場合において、その職務を代理すべき者

　　

　　

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第16号

　平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙

における公職選挙法（昭和25年法律第100号）第144条の

２第１項の規定によるポスター掲示場を設置した場所

は、次のとおりです。

　　平成29年10月９日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　
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衆議院小選挙区選出議員選挙

開票区名 投票区数 ポスター掲示場設置総数

川崎区 ２９ ２２９

  平成２９年１０月２２日執行

℡０４４（２０１）３１２５

ポスター掲示場設置場所一覧表

川崎市川崎区選挙管理委員会
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区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１－１ 砂子１丁目９番地３　　市役所第２庁舎市役所通側玄関左側植込み

１－２ 東田町８番地　　　　　川崎区総合庁舎前歩道ガードレール

１－３ 宮本町３番地３　　　　市役所第４庁舎玄関右側植込み

１－４ 本町２丁目２番地　　　グランイーグルウイング川崎前ガードレール

１－５ 駅前本町８番地　　　　川崎ダイス北側ガードレール

１－６ 砂子２丁目11番地　　　川崎信用金庫本店西側歩道植込み右端

１－７ 本町１丁目１番地６　　東町公園北側鉄柵

１－８ 東田町11番地１　　　　ｴﾝｾﾞﾙ川崎ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ前歩道植込み

２－１ 宮前町８番13号　　　　宮前小学校南側フェンス

２－２ 新川通12番１号　　　　市立川崎病院北側フェンス左端

２－３ 境町９番８号　　　　　川崎境町ハイツ前歩道植込み

２－４ 富士見２丁目５番11号　ヌーベルメゾン前歩道植込み

２－５ 宮前町８番13号　　　　宮前小学校東側フェンス

２－６ 富士見１丁目１番６号　川崎球場交差点北側歩道植込み

２－７ 新川通12番１号　　　　市立川崎病院南側フェンス左端

２－８ 富士見１丁目１番　　　富士見公園テニスコート北側フェンス

３－１ 旭町１丁目８番５号　　旭町一丁目公園北側植込み右端

３－２ 港町12番１号　　　　　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ川崎港町店東側緑地帯植込み

３－３ 旭町２丁目４番　　　　天台宗医王寺前歩道植込み

１

２

3
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区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

３－４ 旭町２丁目２番１号　　旭町小学校西側フェンス

３－５ 旭町２丁目14番８号　　旭町公園南側鉄柵

３－６ 中島１丁目５番　　　　エレンシア川崎前歩道植込み

３－７ 中島２丁目15番２号　　中島公園西側石柵

３－８ 中島３丁目３番１号　　市立川崎高等学校北側フェンス

４－１ 小川町５番地13　　　　メガネドラック川崎店前歩道植込み

４－２ 日進町１番地１　　　　ルフロン前広場東側植込み

４－３ 日進町１番地　　　　　太田総合病院前歩道植込み

４－４ 元木２丁目６番18号　　日輸工業㈱京浜支店ブロック塀

４－５ 日進町20番地１　　　　川崎小学校正門右側フェンス

４－６ 日進町20番地１　　　　川崎小学校西側フェンス

４－７ 日進町８番地14　　　　上並木公園南東側植込み

４－８ 南町９番地13　　　　　ローソン川崎南町店前歩道植込み

４－９ 日進町23番地23　　　　日進町中央公園西側植込み

５－１ 下並木33番地　　　　　中山方ブロック塀

５－２ 池田１丁目13番１号　　池田町公園西側フェンス

５－３ 下並木50番地　　　　　川崎中学校正門右側フェンス

５－４ 堤根34　　　　　　　　サン機工株式会社東側フェンス

５－５ 池田１丁目５番１号　　池田西公園東側フェンス

４
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区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

５－６ 池田１丁目４番17号　　入口左側ブロック塀

５－７ 堤根37番地　　　　　　昭和薬品工業(株)入口左側コンクリート塀

６－１ 池田２丁目６番18号　　小栗方フェンス

６－２ 京町１丁目１番４号　　京町小学校北側フェンス

６－３ 京町１丁目１番４号　　京町小学校東側フェンス

６－４ 京町１丁目12番９号　　京町第３公園南側フェンス

６－５ 渡田山王町11番15号　　藤本方ブロック塀

６－６ 渡田山王町22番６号　　県立川崎高等学校正門左側フェンス

６－７ 渡田山王町25番18号　　渡田山王町第２公園西側フェンス

６－８ 渡田山王町13番　　　　渡田山王町公園北側植込み

７－１ 渡田新町１丁目５番１号　　渡田新町公園北側植込み左端

７－２ 渡田新町１丁目５番１号　　渡田新町公園西側植込み中央

７－３ 渡田新町３丁目４番５号　　新町児童公園北側鉄柵

７－４ 渡田新町３丁目15番１号　　新町小学校東側フェンス

７－５ 渡田新町３丁目15番１号　　新町小学校北側フェンス

７－６ 渡田４丁目12番　　　　　　天飛公園南側植込み

７－７ 渡田３丁目６番１号　　　　向町公園南側植込み中央

７－８ 渡田３丁目12番３号　　　　江戸屋酒店駐車場ブロック塀

８ ８－１ 渡田向町11番１号　　　　　渡田中学校正門右側フェンス

5
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区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

８－２ 渡田向町11番１号　　　渡田中学校南門左側フェンス

８－３ 渡田向町８番16号　　　㈱昭和電機製作所ブロック塀

８－４ 貝塚１丁目８番７号　　貝塚公園南側石柵

８－５ 貝塚２丁目17番１号　　渡田第２公園北側鉄柵

８－６ 渡田向町11番１号　　　渡田中学校北門右側フェンス

８－７ 貝塚２丁目２番４号　　晴レル家前歩道植込み

９－１ 渡田１丁目15番５号　　渡田こども文化センター入口左側フェンス

９－２ 渡田２丁目20番19号　　田口方ブロック塀

９－３ 渡田東町５番１号　　　渡田第１公園南側石柵

９－４ 大島上町10番11号　　　伊藤方フェンス

９－５ 渡田１丁目20番１号　　田島小学校西側フェンス

９－６ 渡田１丁目20番１号　　田島小学校東側フェンス

９－７ 大島上町６番７号　　　田島公園南側石柵

９－８ 大島上町22番11号　　　渡田保育園仮園舎跡地前歩道植込み

１０－１ 大島２丁目９番１号　　大島第４公園東側フェンス

１０－２ 大島２丁目１番４号　　セレモニア川崎会堂立体駐車場前歩道植込み

１０－３ 大島１丁目25番10号　　道路公園センター入口左側フェンス

１０－４ 大島４丁目５番１号　　リブレ川崎前歩道植込み

１０－５ 大島４丁目４番１号　　大島４丁目歩道橋下ガードレール

８
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区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１０－６ 大島４丁目17番１号　　向小学校南側フェンス

１０－７ 大島４丁目17番１号　　向小学校西側フェンス

１１－１ 大島５丁目９番６号　　大島第１公園東側植込み

１１－２ 大島５丁目25番１号　　東大島小学校南側フェンス

１１－３ 大島５丁目25番１号　　東大島小学校西側フェンス

１１－４ 大島３丁目33番３号　　和泉荘前歩道植込み

１１－５ 大島３丁目31番１号　　大島第３公園東側フェンス

１１－６ 大島３丁目５番３号　　青木方北側ブロック塀

１１－７ 大島５丁目23番１号　　大島第２公園南側石柵

１２－１ 小田１丁目２番20号　　辻方ブロック塀

１２－２ 小田１丁目22番１号　　小田一丁目中央公園北側フェンス

１２－３ 小田２丁目14番７号　　日枝大神社北側石柵

１２－４ 小田２丁目９番３号　　並木方ブロック塀

１２－５ 小田２丁目８番19号　　富永方フェンス

１２－６ 京町２丁目24番８号　　京町雨水滞水池管理棟北側フェンス

１２－７ 小田２丁目21番７号　　田島中学校東側フェンス

１２－８ 小田２丁目21番７号　　田島中学校北側フェンス

１３－１ 小田５丁目11番20号　　東小田小学校西側フェンス

１３－２ 小田５丁目14番１号　　東小田保育園北側フェンス

１１

１２

１３
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－74－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１３－３ 小田７丁目３番１号　　川崎市南部防災センター西側植込み

１３－４ 小田６丁目11番５号　　畑方駐車場ブロック塀

１３－５ 小田５丁目25番８号　　小田双葉幼稚園東側ブロック塀

１３－６ 小田５丁目１３番1号　 東小田公園東側石柵

１３－７ 小田７丁目３番４号　　小田７丁目公園西側フェンス

１３－８ 小田７丁目３番４１号　川崎消防署小田出張所玄関前植込み

１４－１ 小田３丁目９番25号　　荒井方ブロック塀

１４－２ 小田３丁目１５番１４号　小田３丁目公園北側植込み

１４－３ 小田３丁目17番15号　　又村商店（燃料）ブロック塀

１４－４ 小田４丁目12番24号　　小田小学校東側植込み

１４－５ 小田４丁目12番24号　　小田小学校西側植込み

１４－６ 小田４丁目20番38号　　小田公園南側フェンス

１４－７ 小田４丁目20番38号　　小田公園西側入口右側植込み

１４－８ 京町３丁目12番１号　　京町耐火Ｂ市営住宅東側フェンス

１５－１ 浅田４丁目13番６号　　浅田町公園西側植込み

１５－２ 浅田３丁目１番６号　　昭和石油浅田給油所出口標識横ガードレール

１５－３ 浅田３丁目15番17号　　浅田市営住宅東側フェンス左端

１５－４ 浅田４丁目６番　　　　浅田なかよし公園南側フェンス

１５－５ 浅田３丁目19番３号　　ローソン川崎浅田三丁目店裏側フェンス

１５－６ 浅田２丁目11番21号　　浅田小学校南側ブロック塀

１４
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川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日

－75－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１５－７ 浅田２丁目11番21号　　　浅田小学校西側万年塀

１５－８ 浅田３丁目７番10号　　　浅田こども文化センター正面フェンス

１５－９ 小田６丁目８番　　　　　小田川公園北側フェンス

１６－１ 小田栄１丁目４番１号　　新町緑地（山田宅前）植込み

１６－２ 小田栄１丁目８番11号　　小田栄公園東側左側植込み

１６－３ 小田栄１丁目14番10号　　畑方ブロック塀

１６－４ 小田栄２丁目２番　　　　田島町歩道橋下ガードレール

１６－５ 田島町14番１号　　　　　渡田小学校西側フェンス

１６－６ 田島町３番１号　　　　　田島市営住宅北側フェンス

１６－７ 田島町15番４号　　　　　田島ふれあい公園西側植込み

１６－８ 小田栄２丁目１番　　　　小田栄２丁目公園入口右側植込み

１７－１ 鋼管通２丁目３番７号　　田島支所東側植込み

１７－２ 浜町２丁目19番18号　  　山本方フェンス

１７－３ 鋼管通２丁目３番７号　　田島支所南側フェンス

１７－４ 鋼管通１丁目８番１号　　東渡田第二公園北側植込み

１７－５ 鋼管通４丁目５番22号　　鋼管通三丁目バス停脇ガードレール

１７－６ 鋼管通３丁目12番１号　　姥ケ森公園西側植込み

１７－７ 浜町２丁目11番22号　　　臨港中学校西側バス停前フェンス

１７－８ 浜町２丁目11番22号　　　臨港中学校北側フェンス

川
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（号外第４号）平成29年(2017年)10月20日 川 崎 市 公 報

－76－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１８－１ 浜町１丁目５番１号　  大島小学校西側フェンス

１８－２ 浜町１丁目５番１号　　大島小学校北側ブロック塀

１８－３ 浜町１丁目18番３号　　曹洞宗観音寺東側フェンス

１８－４ 浜町４丁目13番　　　　東天閣駐車場入口右側ブロック塀

１８－５ 追分町７番１号　　　　大島第５公園東側鉄柵

１８－６ 扇町10番　　　　　　　三協興産㈱前歩道ガードレール

１８－７ 浜町４丁目４番１号　　浜川崎公園南側鉄柵

１８－８ 浜町４丁目17番11号　　大島ポンプ場北側万年塀

１９－１ 桜本１丁目３番17号　　内山方万年塀

１９－２ 桜本１丁目14番３号　　桜川公園北側フェンス

１９－３ 桜本１丁目14番３号　　桜川公園南側入口左側鉄柵

１９－４ 池上町９番　　　　　　産業道路歩道植込み

１９－５ 桜本２丁目39番１号　　桜本市営住宅北側フェンス

１９－６ 桜本１丁目９番15号　　さくら小学校北門植込み

１９－７ 桜本１丁目９番15号　　さくら小学校西側フェンス

１９－８ 桜本１丁目９番15号　　さくら小学校東側フェンス

２０－１ 藤崎３丁目２番１号　　藤崎小学校正門左側フェンス

２０－２ 観音１丁目10番13号　　観音町第２公園北側フェンス

２０－３ 観音１丁目２番７号　　高橋方ブロック塀

１９

１８

２０
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川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日

－77－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

２０－４ 観音１丁目16番15号　　中山方ブロック塀

２０－５ 観音２丁目22番10号　　須山方ブロック塀

２０－６ 観音２丁目５番25号　　石川方ブロック塀

２０－７ 観音２丁目16番１号　　観音町公園南側石柵

２１－１ 池上新町１丁目２番11-1号　小澤方フェンス

２１－２ 池上新町２丁目23番１号　　冥加公園東側フェンス

２１－３ 池上新町２丁目19番11号　　伊吾田方ブロック塀

２１－４ 池上新町２丁目13番5号　　近藤方ブロック塀

２１－５ 池上新町２丁目11番16号　　上野方ブロック塀

２１－６ 池上新町１丁目４番１号　　中留公園西側植込み

２１－７ 池上新町１丁目２番４号　　桜本中学校西門コンクリート塀右端

２２－１ 藤崎２丁目11番３号　　藤崎けやき公園南側フェンス

２２－２ 藤崎３丁目２番１号　　藤崎小学校西側フェンス

２２－３ 藤崎２丁目19番１号　　川中島中学校東側フェンス

２２－４ 藤崎２丁目６番１号　　藤崎第三公園北側植込み

２２－５ 藤崎４丁目２番１号　　藤崎第４公園東側植込み

２２－６ 藤崎２丁目19番１号　　川中島中学校西側フェンス

２２－７ 藤崎３丁目７番１号　　臨港消防署藤崎出張所西側フェンス

２２－８ 藤崎１丁目７番１号　　藤崎保育園南側フェンス

２０
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－78－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

２３－１ 伊勢町12番１号　　　　  伊勢町第一公園西側植込み

２３－２ 伊勢町21番１号　　　　　伊勢町第二公園西側植込み

２３－３ 川中島１丁目９番９号　　村主方ブロック塀

２３－４ 川中島２丁目４番19号　　川中島小学校東側フェンス

２３－５ 川中島１丁目27番13号　　石井方ブロック塀

２３－６ 川中島２丁目４番19号　　川中島小学校北側フェンス

２３－７ 大師駅前２丁目13番16号　若宮八幡宮東側石塀

２３－８ 大師駅前１丁目６番15号　高橋方ブロック塀

２４－１ 東門前２丁目１番１号　　大師支所西側植込み

２４－２ 昭和２丁目８番14号　　　和泉方フェンス

２４－３ 台町26番12号　　　　　　長島方ブロック塀

２４－４ 東門前２丁目６番１号　　大師小学校西側フェンス

２４－５ 東門前２丁目６番１号　　大師小学校北側フェンス

２４－６ 東門前１丁目７番１号　　東門前公園南側鉄柵

２４－７ 大師本町12番12号　　　　木村方フェンス

２４－８ 大師公園１番　　　　　　大師公園くじら広場（砂場）前植込み

２５－１ 中瀬３丁目１番８号　　　諸井方コンクリート塀

２５－２ 中瀬３丁目５番２号　　　中瀬公園南側植込み

２５－３ 中瀬２丁目８番１号地先　中瀬緑地西側鉄柵

２５

２４

２３川
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川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日
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区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

２５－４ 東門前３丁目４番６号　　東門前小学校正門右側植込み

２５－５ 東門前３丁目４番６号　　東門前小学校東側フェンス

２５－６ 中瀬３丁目20番20号　　　ホームズ川崎大師店西側フェンス

２５－７ 東門前３丁目５番１号　　荒金方ブロック塀

２５－８ 中瀬３丁目20番20号　　　ホームズ川崎大師店東側フェンス

２６－１ 大師河原２丁目１番７号　　大師中学校西側フェンス

２６－２ 田町２丁目８番17号　　　　荒金方ブロック塀

２６－３ 田町２丁目４番　　クロス・ビュー・スクエアアルタイム－Ⅳ前歩道ガードレール

２６－４ 日ノ出２丁目11番１号　　　日ノ出公園北側フェンス

２６－５ 日ノ出１丁目10番１号　　　三進工業㈱北側ブロック塀

２６－６ 出来野８番８号　　　　　　出来野第一公園北側植込み

２６－７ 大師河原２丁目１番７号　　大師中学校南側フェンス

２６－８ 出来野１番15号　　　　　　(有)たいき所有駐車場東側フェンス

２７－１ 四谷上町２４番１号　　南大師中学校正門右側フェンス

２７－２ 四谷上町７番１１号先　セブンイレブン前歩道植込み

２７－３ 四谷上町１番８号　　　岩瀬方左側ブロック塀

２７－４ 四谷上町22番６号　　　四谷上町けやき公園北側フェンス

２７－５ 四谷上町24番１号　　　南大師中学校南門左側フェンス

２７－６ 四谷上町20番８号　　　野口方フェンス

２６

２７

２５

川
　
　
　
　
　
　
　
崎
　
　
　
　
　
　
　
区



（号外第４号）平成29年(2017年)10月20日 川 崎 市 公 報
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

２７ ２７－７ 四谷上町27番８号　　　長島方ブロック塀

２８－１ 塩浜２丁目15番１号　　北ノ崎公園東側バス停右側鉄柵

２８－２ 塩浜２丁目７番10号　　塩浜町内会事務所前ブロック塀

２８－３ 四谷下町15番１号　　　四谷ゆめ公園東側植込み

２８－４ 四谷下町15番１号　　　四谷ゆめ公園北側植込み

２８－５ 四谷下町４番１号　　　四谷小学校南側フェンス

２８－６ 四谷下町４番１号　　　四谷小学校北側フェンス

２８－７ 塩浜１丁目４番１号　　塩浜町公園南側植込み

２８－８ 塩浜１丁目11番16号　　中島方ブロック塀

２８－９ 塩浜１丁目14番15号　　川島方ブロック塀

２９－１ 江川１丁目７番１号　　江川ふれあい公園北側石柵

２９－２ 殿町１丁目12番11号　　小島方ブロック塀

２９－３ 殿町１丁目７番９号　　高橋方ブロック塀

２９－４ 殿町１丁目17番19号　　殿町小学校南側フェンス

２９－５ 殿町１丁目18番12号　　殿町小学校プール南側フェンス

２９－６ 江川２丁目８番６号　　かわさき双輪荘南側フェンス

２９－７ 殿町１丁目20番45号　　殿町１丁目公園西側鉄柵

２９－８ 殿町３丁目１番　　　　殿町第３公園南側フェンス

２９－９ 江川２丁目10番    　　江川はなみずき公園西側フェンス
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川崎市川崎区選挙管理委員会告示第17号

　平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙

及び衆議院比例代表選出議員選挙における期日前投票所

を設ける場所を、公職選挙法（昭和25年法律第100号）

第48条の２第６項において読み替えて準用する同法第39

条の規定により、次のとおり指定しました。

　　平成29年10月10日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　

施設の名称 所　在　地 設置期間

川崎市川崎区役所

７階第４会議室

川崎市川崎区東田町

８番地

10月11日から

10月21日まで

川崎市川崎区役所

大師支所

２階第１・２会議室

川崎市川崎区東門前

２丁目１番１号

川崎市川崎区役所

田島支所

３階会議室

川崎市川崎区鋼管通

２丁目３番７号

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第18号

　平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙

及び衆議院比例代表選出議員選挙における期日前投票所

の投票管理者及び期日前投票所の投票管理者に事故があ

り、又は欠けた場合においてその職務を代理すべき者

を、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第48条の２第

５項において読み替えて適用する同法第37条第２項及び

第３項並びに公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）

第49条の７において読み替えて適用する同令第24条第１

項及び第３項の規定により、次のとおり選任しました。

　　平成29年10月10日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　
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川崎市川崎区選挙管理委員会告示第19号

　平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙

及び衆議院比例代表選出議員選挙における公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第49条第１項及び第270条の２

第１項の規定による不在者投票の事務を取り扱う場所、

期間及び時間は、次のとおりとします。

　　平成29年10月10日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　

１ 　川崎市川崎区役所内　 川崎市川崎区選挙管理委員会

事務室

　⑴ 　所　在　地　　川崎市川崎区東田町８番地

　⑵ 　事務取扱期間　平成29年10月11日から

　　　　　　　　　　同年10月21日まで

　⑶ 　事務取扱時間　午前８時30分から午後８時まで

２ 　川崎市川崎区役所（大師支所）

　⑴ 　所　在　地　　川崎市川崎区東門前２丁目１番１号

　⑵ 　事務取扱期間　平成29年10月11日から

　　　　　　　　　　同年10月21日まで

　⑶ 　事務取扱時間　午前８時30分から午後８時まで

３ 　川崎市川崎区役所（田島支所）

　⑴ 　所　在　地　　川崎市川崎区鋼管通２丁目３番７号

　⑵ 　事務取扱期間　平成29年10月11日から

　　　　　　　　　　同年10月21日まで

　⑶ 　事務取扱時間　午前８時30分から午後８時まで

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第20号

　平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙

における、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第175条

第２項に規定する期日前投票所及び不在者投票管理者の

管理する投票記載場所の氏名等の掲示並びに同条第１項

に規定する選挙当日の投票記載場所の氏名等の掲示の同

条第３項本文及び同条第５項の規定による掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時は、次のとおりです。

　　平成29年10月10日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　

１ 　場所

　　川崎市川崎区東田町８番地

　　川崎市川崎区役所７階会議室

２ 　日時

　　平成29年10月10日　午後５時30分

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第21号

　平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙

及び衆議院比例代表選出議員選挙における投票所を設け

る場所を、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第39条

の規定により、次のとおり指定しました。

　　平成29年10月10日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　
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投 票 区 名 施 設 の 名 称 所 在 地

第 １投票区 川崎市川崎区役所  ７階会議室 川崎市川崎区東田町８番地 

第 ２投票区 川崎市立 宮前小学校 体育館 川崎市川崎区宮前町８番１３号 

第 ３投票区 川崎市立 旭町小学校  体育館 川崎市川崎区旭町２丁目２番１号 

第 ４投票区 川崎市立 川崎小学校 体育館 川崎市川崎区日進町２０番地１ 

第 ５投票区 川崎市立 川崎中学校 体育館 川崎市川崎区下並木５０番地 

第 ６投票区 川崎市立 京町小学校 体育館 川崎市川崎区京町１丁目１番４号 

第 ７投票区 川崎市立 新町小学校 体育館 川崎市川崎区渡田新町３丁目１５番１号 

第 ８投票区 川崎市立 渡田中学校 武道場 川崎市川崎区渡田向町１１番１号 

第 ９投票区 川崎市立 田島小学校 体育館 川崎市川崎区渡田１丁目２０番１号 

第 10 投票区 川崎市立  向小学校  体育館 川崎市川崎区大島４丁目１７番１号 

第 11 投票区 川崎市立 東大島小学校 体育館 川崎市川崎区大島５丁目２５番１号 

第 12 投票区 川崎市立 田島中学校 武道場 川崎市川崎区小田２丁目２１番７号 

第 13 投票区 川崎市立 東小田小学校 体育館 川崎市川崎区小田５丁目１１番２０号 

第 14 投票区 川崎市立 小田小学校 西昇降口 川崎市川崎区小田４丁目１２番２４号 

第 15 投票区 川崎市立 浅田小学校 体育館 川崎市川崎区浅田２丁目１１番２１号 

第 16 投票区 川崎市立 渡田小学校 体育館 川崎市川崎区田島町１４番１号 

第 17 投票区 川崎市立 臨港中学校 体育館 川崎市川崎区浜町２丁目１１番２２号 

第 18 投票区 川崎市立 大島小学校 体育館 川崎市川崎区浜町１丁目５番１号 

第 19 投票区 川崎市立 さくら小学校 体育館 川崎市川崎区桜本１丁目９番１５号 

第 20 投票区 川崎市立 藤崎小学校 体育館 川崎市川崎区藤崎３丁目２番１号 

第 21 投票区 川崎市立 桜本中学校 体育館 川崎市川崎区池上新町１丁目２番４号 

第 22 投票区 川崎市立 川中島中学校 武道場 川崎市川崎区藤崎２丁目１９番１号 

第 23 投票区 川崎市立 川中島小学校 体育館 川崎市川崎区川中島２丁目４番１９号 

第 24 投票区 川崎市立 大師小学校 体育館 川崎市川崎区東門前２丁目６番１号 

第 25 投票区 川崎市立 東門前小学校 アリーナ棟多目的室 川崎市川崎区東門前３丁目４番６号 

第 26 投票区 川崎市立 大師中学校 体育館 川崎市川崎区大師河原２丁目１番１号 

第 27 投票区 川崎市立 南大師中学校 体育館 川崎市川崎区四谷上町２４番１号 

第 28 投票区 川崎市立 四谷小学校 体育館 川崎市川崎区四谷下町４番１号 

第 29 投票区 川崎市立 殿町小学校  体育館 川崎市川崎区殿町１丁目１７番１９号 
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川崎市川崎区選挙管理委員会告示第22号

　平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙

及び衆議院比例代表選出議員選挙における投票管理者及

び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場

合においてその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭

和25年法律第100号）第37条第２項及び第３項並びに公

職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第24条第１項及

び第３項の規定により、次のとおり選任しました。

　　平成29年10月10日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　
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川崎市川崎区選挙管理委員会告示第23号

　平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙

及び衆議院比例代表選出議員選挙における、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）第62条第２項又は第４項の規

定による、川崎市川崎区開票区の開票立会人となるべき

者を定めるくじを行う場所及び日時は、次のとおりです。

　　平成29年10月10日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　

１ 　場所

　　川崎市川崎区東田町８番地

　　川崎市川崎区役所　７階会議室

２ 　日時

　　平成29年10月19日　午後５時30分

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第24号

　平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙

及び衆議院比例代表選出議員選挙における川崎市川崎区

開票区の開票の場所及び日時を、公職選挙法（昭和25年

法律第100号）第63条及び第65条の規定により、次のと

おり定めました。

　　平成29年10月10日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　

１ 　場所　川崎市川崎区富士見１丁目１番４号

　　　　　川崎市スポーツ・文化総合センター

　　　　　大体育室

２ 　日時　平成29年10月22日　午後９時20分

　　　───────────────────

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第25号

　平成29年10月22日執行の川崎市議会議員川崎区選挙区

補欠選挙における、川崎市ポスター掲示場の設置に関す

る条例（昭和57年川崎市条例第54号）第１条の規定によ

るポスター掲示場を設置した場所は、次のとおりです。

　　平成29年10月12日

 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

 委員長　宮　原　春　夫　　　　
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川崎市長選挙

川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙

開票区名 投票区数 ポスター掲示場設置総数

川崎区 ２９ ２２９

℡０４４(２０１)３１２５

　※ポスター掲示場の設置場所によってはポスターを貼る際に脚立等が必要となる場合
　　がありますので予めご承知おきください。

  平成２９年１０月２２日執行

ポスター掲示場設置場所一覧表

川崎市川崎区選挙管理委員会
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区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１－１ 砂子１丁目９番地３　　市役所第２庁舎市役所通側玄関左側植込み

１－２ 東田町８番地　　　　　川崎区総合庁舎前歩道ガードレール

１－３ 宮本町３番地３　　　　市役所第４庁舎玄関右側植込み

１－４ 本町２丁目２番地　　　グランイーグルウイング川崎前ガードレール

１－５ 駅前本町８番地　　　　川崎ダイス北側ガードレール

１－６ 砂子２丁目11番地　　　川崎信用金庫本店西側歩道植込み右端

１－７ 本町１丁目１番地６　　東町公園北側鉄柵

１－８ 東田町11番地１　　　　ｴﾝｾﾞﾙ川崎ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ前歩道植込み

２－１ 宮前町８番13号　　　　宮前小学校南側フェンス

２－２ 新川通12番１号　　　　市立川崎病院北側フェンス左端

２－３ 境町９番８号　　　　　川崎境町ハイツ前歩道植込み

２－４ 富士見２丁目５番11号　ヌーベルメゾン前歩道植込み

２－５ 宮前町８番13号　　　　宮前小学校東側フェンス

２－６ 富士見１丁目１番６号　川崎球場交差点北側歩道植込み

２－７ 新川通12番１号　　　　市立川崎病院南側フェンス左端

２－８ 富士見１丁目１番　　　富士見公園テニスコート北側フェンス

３－１ 旭町１丁目８番５号　　旭町一丁目公園北側植込み右端

３－２ 港町12番１号　　　　　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ川崎港町店東側緑地帯植込み

３－３ 旭町２丁目４番　　　　天台宗医王寺前歩道植込み

１

２

3

川
　
　
　
　
　
　
　
崎
　
　
　
　
　
　
　
区
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区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

３－４ 旭町２丁目２番１号　　旭町小学校西側フェンス

３－５ 旭町２丁目14番８号　　旭町公園南側鉄柵

３－６ 中島１丁目５番　　　　エレンシア川崎前歩道植込み

３－７ 中島２丁目15番２号　　中島公園西側石柵

３－８ 中島３丁目３番１号　　市立川崎高等学校北側フェンス

４－１ 小川町５番地13　　　　メガネドラック川崎店前歩道植込み

４－２ 日進町１番地１　　　　ルフロン前広場東側植込み

４－３ 日進町１番地　　　　　太田総合病院前歩道植込み

４－４ 元木２丁目６番18号　　日輸工業㈱京浜支店ブロック塀

４－５ 日進町20番地１　　　　川崎小学校正門右側フェンス

４－６ 日進町20番地１　　　　川崎小学校西側フェンス

４－７ 日進町８番地14　　　　上並木公園南東側植込み

４－８ 南町９番地13　　　　　ローソン川崎南町店前歩道植込み

４－９ 日進町23番地23　　　　日進町中央公園西側植込み

５－１ 下並木33番地　　　　　中山方ブロック塀

５－２ 池田１丁目13番１号　　池田町公園西側フェンス

５－３ 下並木50番地　　　　　川崎中学校正門右側フェンス

５－４ 堤根34　　　　　　　　サン機工株式会社東側フェンス

５－５ 池田１丁目５番１号　　池田西公園東側フェンス

４

3

川
　
　
　
　
　
　
　
崎
　
　
　
　
　
　
　
区

5
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区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

５－６ 池田１丁目４番17号　　入口左側ブロック塀

５－７ 堤根37番地　　　　　　昭和薬品工業(株)入口左側コンクリート塀

６－１ 池田２丁目６番18号　　小栗方フェンス

６－２ 京町１丁目１番４号　　京町小学校北側フェンス

６－３ 京町１丁目１番４号　　京町小学校東側フェンス

６－４ 京町１丁目12番９号　　京町第３公園南側フェンス

６－５ 渡田山王町11番15号　　藤本方ブロック塀

６－６ 渡田山王町22番６号　　県立川崎高等学校正門左側フェンス

６－７ 渡田山王町25番18号　　渡田山王町第２公園西側フェンス

６－８ 渡田山王町13番　　　　渡田山王町公園北側植込み

７－１ 渡田新町１丁目５番１号　　渡田新町公園北側植込み左端

７－２ 渡田新町１丁目５番１号　　渡田新町公園西側植込み中央

７－３ 渡田新町３丁目４番５号　　新町児童公園北側鉄柵

７－４ 渡田新町３丁目15番１号　　新町小学校東側フェンス

７－５ 渡田新町３丁目15番１号　　新町小学校北側フェンス

７－６ 渡田４丁目12番　　　　　　天飛公園南側植込み

７－７ 渡田３丁目６番１号　　　　向町公園南側植込み中央

７－８ 渡田３丁目12番３号　　　　江戸屋酒店駐車場ブロック塀

８ ８－１ 渡田向町11番１号　　　　　渡田中学校正門右側フェンス

5
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（号外第４号）平成29年(2017年)10月20日 川 崎 市 公 報

－94－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

８－２ 渡田向町11番１号　　　渡田中学校南門左側フェンス

８－３ 渡田向町８番16号　　　㈱昭和電機製作所ブロック塀

８－４ 貝塚１丁目８番７号　　貝塚公園南側石柵

８－５ 貝塚２丁目17番１号　　渡田第２公園北側鉄柵

８－６ 渡田向町11番１号　　　渡田中学校北門右側フェンス

８－７ 貝塚２丁目２番４号　　晴レル家前歩道植込み

９－１ 渡田１丁目15番５号　　渡田こども文化センター入口左側フェンス

９－２ 渡田２丁目20番19号　　田口方ブロック塀

９－３ 渡田東町５番１号　　　渡田第１公園南側石柵

９－４ 大島上町10番11号　　　伊藤方フェンス

９－５ 渡田１丁目20番１号　　田島小学校西側フェンス

９－６ 渡田１丁目20番１号　　田島小学校東側フェンス

９－７ 大島上町６番７号　　　田島公園南側石柵

９－８ 大島上町22番11号　　　渡田保育園仮園舎跡地前歩道植込み

１０－１ 大島２丁目９番１号　　大島第４公園東側フェンス

１０－２ 大島２丁目１番４号　　セレモニア川崎会堂立体駐車場前歩道植込み

１０－３ 大島１丁目25番10号　　道路公園センター入口左側フェンス

１０－４ 大島４丁目５番１号　　リブレ川崎前歩道植込み

１０－５ 大島４丁目４番１号　　大島４丁目歩道橋下ガードレール

８

１０

９
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川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日

－95－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１０－６ 大島４丁目17番１号　　向小学校南側フェンス

１０－７ 大島４丁目17番１号　　向小学校西側フェンス

１１－１ 大島５丁目９番６号　　大島第１公園東側植込み

１１－２ 大島５丁目25番１号　　東大島小学校南側フェンス

１１－３ 大島５丁目25番１号　　東大島小学校西側フェンス

１１－４ 大島３丁目33番３号　　和泉荘前歩道植込み

１１－５ 大島３丁目31番１号　　大島第３公園東側フェンス

１１－６ 大島３丁目５番３号　　青木方北側ブロック塀

１１－７ 大島５丁目23番１号　　大島第２公園南側石柵

１２－１ 小田１丁目２番20号　　辻方ブロック塀

１２－２ 小田１丁目22番１号　　小田一丁目中央公園北側フェンス

１２－３ 小田２丁目14番７号　　日枝大神社北側石柵

１２－４ 小田２丁目９番３号　　並木方ブロック塀

１２－５ 小田２丁目８番19号　　富永方フェンス

１２－６ 京町２丁目24番８号　　京町雨水滞水池管理棟北側フェンス

１２－７ 小田２丁目21番７号　　田島中学校東側フェンス

１２－８ 小田２丁目21番７号　　田島中学校北側フェンス

１３－１ 小田５丁目11番20号　　東小田小学校西側フェンス

１３－２ 小田５丁目14番１号　　東小田保育園北側フェンス
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（号外第４号）平成29年(2017年)10月20日 川 崎 市 公 報

－96－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１３－３ 小田７丁目３番１号　　川崎市南部防災センター西側植込み

１３－４ 小田６丁目11番５号　　畑方駐車場ブロック塀

１３－５ 小田５丁目25番８号　　小田双葉幼稚園東側ブロック塀

１３－６ 小田５丁目１３番1号　 東小田公園東側石柵

１３－７ 小田７丁目３番４号　　小田７丁目公園西側フェンス

１３－８ 小田７丁目３番４１号　川崎消防署小田出張所玄関前植込み

１４－１ 小田３丁目９番25号　　荒井方ブロック塀

１４－２ 小田３丁目１５番１４号　小田３丁目公園北側植込み

１４－３ 小田３丁目17番15号　　又村商店（燃料）ブロック塀

１４－４ 小田４丁目12番24号　　小田小学校東側植込み

１４－５ 小田４丁目12番24号　　小田小学校西側植込み

１４－６ 小田４丁目20番38号　　小田公園南側フェンス

１４－７ 小田４丁目20番38号　　小田公園西側入口右側植込み

１４－８ 京町３丁目12番１号　　京町耐火Ｂ市営住宅東側フェンス

１５－１ 浅田４丁目13番６号　　浅田町公園西側植込み

１５－２ 浅田３丁目１番６号　　昭和石油浅田給油所出口標識横ガードレール

１５－３ 浅田３丁目15番17号　　浅田市営住宅東側フェンス左端

１５－４ 浅田４丁目６番　　　　浅田なかよし公園南側フェンス

１５－５ 浅田３丁目19番３号　　ローソン川崎浅田三丁目店裏側フェンス

１５－６ 浅田２丁目11番21号　　浅田小学校南側ブロック塀

１４

川
　
　
　
　
　
　
　
崎
　
　
　
　
　
　
　
区

１５

１３



川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日

－97－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１５－７ 浅田２丁目11番21号　　　浅田小学校西側万年塀

１５－８ 浅田３丁目７番10号　　　浅田こども文化センター正面フェンス

１５－９ 小田６丁目８番　　　　　小田川公園北側フェンス

１６－１ 小田栄１丁目４番１号　　新町緑地（山田宅前）植込み

１６－２ 小田栄１丁目８番11号　　小田栄公園東側左側植込み

１６－３ 小田栄１丁目14番10号　　畑方ブロック塀

１６－４ 小田栄２丁目２番　　　　田島町歩道橋下ガードレール

１６－５ 田島町14番１号　　　　　渡田小学校西側フェンス

１６－６ 田島町３番１号　　　　　田島市営住宅北側フェンス

１６－７ 田島町15番４号　　　　　田島ふれあい公園西側植込み

１６－８ 小田栄２丁目１番　　　　小田栄２丁目公園入口右側植込み

１７－１ 鋼管通２丁目３番７号　　田島支所東側植込み

１７－２ 浜町２丁目19番18号　  　山本方フェンス

１７－３ 鋼管通２丁目３番７号　　田島支所南側フェンス

１７－４ 鋼管通１丁目８番１号　　東渡田第二公園北側植込み

１７－５ 鋼管通４丁目５番22号　　鋼管通三丁目バス停脇ガードレール

１７－６ 鋼管通３丁目12番１号　　姥ケ森公園西側植込み

１７－７ 浜町２丁目11番22号　　　臨港中学校西側バス停前フェンス

１７－８ 浜町２丁目11番22号　　　臨港中学校北側フェンス
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（号外第４号）平成29年(2017年)10月20日 川 崎 市 公 報

－98－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

１８－１ 浜町１丁目５番１号　  大島小学校西側フェンス

１８－２ 浜町１丁目５番１号　　大島小学校北側ブロック塀

１８－３ 浜町１丁目18番３号　　曹洞宗観音寺東側フェンス

１８－４ 浜町４丁目13番　　　　東天閣駐車場入口右側ブロック塀

１８－５ 追分町７番１号　　　　大島第５公園東側鉄柵

１８－６ 扇町10番　　　　　　　三協興産㈱前歩道ガードレール

１８－７ 浜町４丁目４番１号　　浜川崎公園南側鉄柵

１８－８ 浜町４丁目17番11号　　大島ポンプ場北側万年塀

１９－１ 桜本１丁目３番17号　　内山方万年塀

１９－２ 桜本１丁目14番３号　　桜川公園北側フェンス

１９－３ 桜本１丁目14番３号　　桜川公園南側入口左側鉄柵

１９－４ 池上町９番　　　　　　産業道路歩道植込み

１９－５ 桜本２丁目39番１号　　桜本市営住宅北側フェンス

１９－６ 桜本１丁目９番15号　　さくら小学校北門植込み

１９－７ 桜本１丁目９番15号　　さくら小学校西側フェンス

１９－８ 桜本１丁目９番15号　　さくら小学校東側フェンス

２０－１ 藤崎３丁目２番１号　　藤崎小学校正門左側フェンス

２０－２ 観音１丁目10番13号　　観音町第２公園北側フェンス

２０－３ 観音１丁目２番７号　　高橋方ブロック塀
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川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日

－99－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

２０－４ 観音１丁目16番15号　　中山方ブロック塀

２０－５ 観音２丁目22番10号　　須山方ブロック塀

２０－６ 観音２丁目５番25号　　石川方ブロック塀

２０－７ 観音２丁目16番１号　　観音町公園南側石柵

２１－１ 池上新町１丁目２番11-1号　小澤方フェンス

２１－２ 池上新町２丁目23番１号　　冥加公園東側フェンス

２１－３ 池上新町２丁目19番11号　　伊吾田方ブロック塀

２１－４ 池上新町２丁目13番5号　　近藤方ブロック塀

２１－５ 池上新町２丁目11番16号　　上野方ブロック塀

２１－６ 池上新町１丁目４番１号　　中留公園西側植込み

２１－７ 池上新町１丁目２番４号　　桜本中学校西門コンクリート塀右端

２２－１ 藤崎２丁目11番３号　　藤崎けやき公園南側フェンス

２２－２ 藤崎３丁目２番１号　　藤崎小学校西側フェンス

２２－３ 藤崎２丁目19番１号　　川中島中学校東側フェンス

２２－４ 藤崎２丁目６番１号　　藤崎第三公園北側植込み

２２－５ 藤崎４丁目２番１号　　藤崎第４公園東側植込み

２２－６ 藤崎２丁目19番１号　　川中島中学校西側フェンス

２２－７ 藤崎３丁目７番１号　　臨港消防署藤崎出張所西側フェンス

２２－８ 藤崎１丁目７番１号　　藤崎保育園南側フェンス
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（号外第４号）平成29年(2017年)10月20日 川 崎 市 公 報

－100－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

２３－１ 伊勢町12番１号　　　　  伊勢町第一公園西側植込み

２３－２ 伊勢町21番１号　　　　　伊勢町第二公園西側植込み

２３－３ 川中島１丁目９番９号　　村主方ブロック塀

２３－４ 川中島２丁目４番19号　　川中島小学校東側フェンス

２３－５ 川中島１丁目27番13号　　石井方ブロック塀

２３－６ 川中島２丁目４番19号　　川中島小学校北側フェンス

２３－７ 大師駅前２丁目13番16号　若宮八幡宮東側石塀

２３－８ 大師駅前１丁目６番15号　高橋方ブロック塀

２４－１ 東門前２丁目１番１号　　大師支所西側植込み

２４－２ 昭和２丁目８番14号　　　和泉方フェンス

２４－３ 台町26番12号　　　　　　長島方ブロック塀

２４－４ 東門前２丁目６番１号　　大師小学校西側フェンス

２４－５ 東門前２丁目６番１号　　大師小学校北側フェンス

２４－６ 東門前１丁目７番１号　　東門前公園南側鉄柵

２４－７ 大師本町12番12号　　　　木村方フェンス

２４－８ 大師公園１番　　　　　　大師公園くじら広場（砂場）前植込み

２５－１ 中瀬３丁目１番８号　　　諸井方コンクリート塀

２５－２ 中瀬３丁目５番２号　　　中瀬公園南側植込み

２５－３ 中瀬２丁目８番１号地先　中瀬緑地西側鉄柵
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川 崎 市 公 報 （号外第４号）平成29年(2017年)10月20日

－101－

区 投票区
図面表示
番　　号

設　　　　置　　　　場　　　　所

２５－４ 東門前３丁目４番６号　　東門前小学校正門右側植込み

２５－５ 東門前３丁目４番６号　　東門前小学校東側フェンス

２５－６ 中瀬３丁目20番20号　　　ホームズ川崎大師店西側フェンス

２５－７ 東門前３丁目５番１号　　荒金方ブロック塀

２５－８ 中瀬３丁目20番20号　　　ホームズ川崎大師店東側フェンス

２６－１ 大師河原２丁目１番７号　　大師中学校西側フェンス

２６－２ 田町２丁目８番17号　　　　荒金方ブロック塀

２６－３ 田町２丁目４番　　クロス・ビュー・スクエアアルタイム－Ⅳ前歩道ガードレール

２６－４ 日ノ出２丁目11番１号　　　日ノ出公園北側フェンス

２６－５ 日ノ出１丁目10番１号　　　三進工業㈱北側ブロック塀

２６－６ 出来野８番８号　　　　　　出来野第一公園北側植込み

２６－７ 大師河原２丁目１番７号　　大師中学校南側フェンス

２６－８ 出来野１番15号　　　　　　(有)たいき所有駐車場東側フェンス

２７－１ 四谷上町２４番１号　　南大師中学校正門右側フェンス

２７－２ 四谷上町７番１１号先　セブンイレブン前歩道植込み

２７－３ 四谷上町１番８号　　　岩瀬方左側ブロック塀

２７－４ 四谷上町22番６号　　　四谷上町けやき公園北側フェンス

２７－５ 四谷上町24番１号　　　南大師中学校南門左側フェンス

２７－６ 四谷上町20番８号　　　野口方フェンス

２６

２７

２５
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図面表示
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設　　　　置　　　　場　　　　所

２７ ２７－７ 四谷上町27番８号　　　長島方ブロック塀

２８－１ 塩浜２丁目15番１号　　北ノ崎公園東側バス停右側鉄柵

２８－２ 塩浜２丁目７番10号　　塩浜町内会事務所前ブロック塀

２８－３ 四谷下町15番１号　　　四谷ゆめ公園東側植込み

２８－４ 四谷下町15番１号　　　四谷ゆめ公園北側植込み

２８－５ 四谷下町４番１号　　　四谷小学校南側フェンス

２８－６ 四谷下町４番１号　　　四谷小学校北側フェンス

２８－７ 塩浜１丁目４番１号　　塩浜町公園南側植込み

２８－８ 塩浜１丁目11番16号　　中島方ブロック塀

２８－９ 塩浜１丁目14番15号　　川島方ブロック塀

２９－１ 江川１丁目７番１号　　江川ふれあい公園北側石柵

２９－２ 殿町１丁目12番11号　　小島方ブロック塀

２９－３ 殿町１丁目７番９号　　高橋方ブロック塀

２９－４ 殿町１丁目17番19号　　殿町小学校南側フェンス

２９－５ 殿町１丁目18番12号　　殿町小学校プール南側フェンス

２９－６ 江川２丁目８番６号　　かわさき双輪荘南側フェンス

２９－７ 殿町１丁目20番45号　　殿町１丁目公園西側鉄柵

２９－８ 殿町３丁目１番　　　　殿町第３公園南側フェンス

２９－９ 江川２丁目10番    　　江川はなみずき公園西側フェンス
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